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議事日程（第７号） 

日程第 １  一般質問 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １  一般質問 

 

午前１０時 開 議 

 

●議会事務局長（片山 守君）  起立、礼。おはようございます。 

◎議長（山口 和幸君）  ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

日程第１ 一般質問 

◎議長（山口 和幸君）  日程第１、一般質問を行います。順番に発言を許します。まず９番、永井英治議員

の一般質問です。 

○議員（９番 永井 英治君）  おはようございます。９番、永井英治でございます。本日トップバッターで

ございますので、よろしくお願い申し上げます。それでは通告書に従いまして、一般質問をさせていただき

ます。最初は、小学校の教育全般についてでございます。我が家にも、現在小学４年生と１年生の孫がおり

まして、やんちゃな盛りでございますが、小学校の先生方には、いかに義務教育と言えども、また仕事の一

つと言えども、日ごろよく子どもたちに教育、そして面倒見ていただきますことに、まずこの場を借りて、

心から感謝を申し上げたいと思います。さて、そこで小学校のことを幾つか質問をさせていただきますが、

最初は小学校の外国語活動のことであります。小学５年生、６年生が外国語＝英語と考えてよいと思います

が、今までになかった全く新しく始まった教育といいますか、外国語、今活動という言葉使ってありますけ

ども、外国語活動、英語の教育が今現在どのように行われているのか、まずはお尋ねをいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  本日の一般質問をどうぞよろしくお願いいたします。今永井議員から英語の小学校

の状況ということでありますけど、昨日も難波議員から教育について話があって、その時は教育の基本スタ

ンスということでしましたけど、でも、その先にもう一つあるのは、昨日も話ありましたように、私自身も

英語の必要性を実は物凄く感じております。私が過去色々仕事した関係からもそうですけど、この日本がだ

んだん人口が減少して、経済活動とか色んなもの含めていくという時に、海外に目を向けざるを得ないとい

うことですよね。ですから、そういうことから英語につきましては、教育委員会、教育長も含めて、力を入

れてやってほしいということをお願いをしてきております。そういうことで、既に数年前には町の紹介を含

めた英語の読本も、中学生に配っておりましたけど、最近では小学校の高学年から配布するということで状

況になってきてます。そういうことで、この後は教育長、教育課の方から詳しく色々議論させていただけれ

ばと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育長。 

●教育長（中村 富人君）  今、議員の方から御質問ございましたが、その中で、外国語活動と英語の関係に

ついて、権威のある議場でございますので、そこからちょっと今から話を進めていく上での約束をさせてい

ただきたいと思うんです。中学校では英語っていうふうに外国語については、学習するのは英語て認識して

ますが、指導要領には外国語活動っていうことになってます。どうしてかっていうと、大半は英語学習する

んですが、ほかの外国語の余地も残すというような意味合いがございます。ですので、今後今から私答弁し
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てまいりますが、英語活動とか英語とか、そういうところで言葉を使わせていただきたいと思います。現在、

外国語活動、英語活動については、五、六年生で１時間導入されています。これは平成の２０年に指導要領

改訂されまして、その時から言葉として英語っていうのが出てまいりました。それまでも、いわゆる外国か

ら来たＡＬＴ等を活用した授業があってましたが、その内容は昨日話しましたが、総合的な学習の時間とい

うのがあって、その中に国際理解教育というのがありまして、そこでこの英語を使った活動があっておりま

した。平成２０年の改定によって、どう変わったかといいますと、２０年の前は特に何をするっていう約束

事がありませんでした。各学校がつくったプログラムに従って、外国の人が来て外国人が来て一緒に授業に

したり活動したり、そういう内容でしたが、平成２０年に外国語活動ていうそういう名称になってからは、

聞くと話すっていう内容がはっきり示されまして、こういう活動しなさいっていうのが明確になりまして、

文部科学省も副読本を作りました。全国どこの学校でもその副読本に従って、学習活動を行っております。

現在は、そういう状況でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  今教育長のお話のとおり、最後の方でありましたけど、英語、聞く、話す、

これが本当に大事だと思っております。私たちは中学校からしか英語ありませんでした。そしてまた私自身、

英語を勉強しなかったことには非常に大人になってから後悔をいたしまして、４０過ぎに、４０幾つになっ

た時に、うちの近くにカナダ人、奥さんが私の遠い親戚でありましたもんで、その英会話教室に２～３年通

ったことがあります。ていうのは、会話すること、とにかく私たちの中学校時代には、書く、覚える、試験

のために書いていたんだと思っております。それがテストに出るからということですね。でも今本当に教育

長が申されました聞く、話す、これが１番大切なことだと思っております。そういうことを小学校時代から、

少しでも慣れ親しんでいく。これは本当に大切なことだと私自身も思っております。そこで先生方に対して、

この新しく指導要領に入ってきたということで聞きますと、もう担任の先生がそのまま英会話を教えていく

ということでありますので、非常に先生方には負担になるということはございませんか。お尋ねいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育長。 

●教育長（中村 富人君）  まさしく今の御指摘のとおりでございまして、私も小学校の免許を持っておりま

すが、当時まさか英語を小学校で教えることになるなんて、そういうことは全く考えておりませんでした。

現在、小学校の免許を持ってお勤めの先生方については、小学校の免許を取るときには、各教科の例えば国

語とか算数とか、そういうものを履修して免許を取る必要があるんですが、その中に英語入っておりません。

ですから、現在の先生方は小学校での英語指導のあり方については全く指導を受けてない。世の中が変わっ

てきて、免許法も改正されておりませんので、その免許法の改正が遅れているとか、そういう状況でござい

ます。そういうことがありますので、ちょっと昨日も触れましたけども、大きな課題がありますので、新聞

等でも、教師が英語を教えることについて、大きな不安があるというのが、そういうのが報道されておりま

すし、そういうこともあって今年の夏休みには全教員教諭と講師の先生方を対象にした、半分だけだったん

ですが、ＡＬＴあるいは今度英語の指導主事が、英語の免許を持った指導主事が４月から参りますので、彼

を活用して今やっております。その解決に向けて、向かって努力していこうと思っているところでございま

す。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  私はちょっと先生方から、そういった負担になるっていうようなことも耳に

しまして、そういったことで今言ったわけでございますけども、担任の先生たちは本当に忙しい毎日を過ご

しておられると思いますけども、その夏休みで何ですか、指導主事さん、またはＡＬＴからのそういった教

室もそうでありますけども、今から時間が空いた時でも、先生方がとにかく無理しない程度の時間に、そう
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いった英会話教室なり生徒達に教えるようなことができるような、先生方の教育といいますか、そういった

ことが今からまた必要になってくると思っておりますので、その夏休み以外ということでも、教育長いかが

ですか。 

◎議長（山口 和幸君）  教育長。 

●教育長（中村 富人君）  今御意見のとおりだと私も思っております。教育長になりまして、ＡＬＴ３人い

ますので、各学校の課題もわかっておりますので、校長会とかあるいは色んな度に、ＡＬＴが小学校に行く

時に、小学校の先生があいた時間昼とか、そういう接する、そういう場を是非設けてほしいとお願いもして

あります。現状をＡＬＴに聞くと、日本人はなかなか話しかけられないっていうようなのをＡＬＴが申しま

す。私も自分として考えてみても、なかなか自分から、かつてはそうでございますので、そういうことかな

っていうことも思っています。今御指摘ありましたように、今後とも各学校で通常の中で英語に触れる、英

語の環境の中でできるだけ過ごしていただきたい、そういうふうに思っています。ありがとうございました。

以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  それではもう一つ、子供たちに聞きました時に、英会話、恐らく楽しいとか

そういったものがほとんどでありましたけども、その中に電子黒板、ＩＣＴ、これもそういったとで教えや

んねって聞いたら、あっですよ、こうしたら出てくっとですよねって、そういったとを恐らく、そういった

ＩＣＴ電子黒板なりの教育というか、楽しい教育を恐らくされておられると思いますけども、昨日の一般質

問でもありました山江の先進的なＩＣＴ、人吉新聞にも載っておりましたけども、ああいったことが平成２

３年度に山江村は導入されておると、うちの町は平成確か２１か２２年だったと思いますね。そういったこ

とで、こういった新聞は何回か山江村のことは載ったのが記憶しておりますけども、なぜうちはＩＣＴの先

進地じゃないんだろうという疑問があるんですけど、その点はいかがですか。 

◎議長（山口 和幸君）  教育長。 

●教育長（中村 富人君）  ＩＣＴの新聞では、未来の学校っていう言葉が使ってあったと思うんですね。未

来の学校っていうところで、山江村を本管内では山江村を中心とした研究が進んでます。あさぎり町が導入

されたのは人吉球磨では１番最初だったと思います。今御指摘のとおり電子黒板という黒板形式のものがあ

りまして、パソコンとつないで様々な情報を黒板を使って提供することができます。ある意味では教師の教

材っていうんでしょうか、そういう使い方が中心になって進めてあります。現在、山江村が進んでおります

のは、電子黒板プラスタブレットで、それぞれの子供たちが、１人１台タブレット持ってまして、電子黒板

とつながれてて、自分の意見をタブレットで作って、電子黒板に投影したり、あるいはタブレット使って情

報とって、とか、そこら付近を中心になった活動が進んでおります。その先進地域って言いますか、未来の

学校っていうのは、今申し上げましたように、電子黒板プラスタブレットを使った、いわゆる情報交換の場

に、タブレットを使っているんですが、そういうような環境の学校を未来の学校っていうことで、ＩＣＴの

先進地域と言いますか、そういうふうなことで言われております。また新聞にありましたように、山江村の

山田小学校はとても高いということところで、脚光を浴びておりますが、現在はここ数年、錦町それから相

良村、球磨村、山江、人吉を中心としたところが同じような教育を進めております。これにはちょっと言い

残しましたが、人材もいわゆる錦町は２人、山江村１人、いわゆるＩＣＴ専門の方を雇ってあります。もう

すごいお金がかかるということで、昨日申し上げましたように、なかなかできればいいんですが、難しい問

題もあっております。これは人吉市がまた、子供の数は、あさぎり町の２倍ですが、これは電子黒板が全教

室にまだ導入されていない状況でございます。規模が大きくなるなればなるほど、莫大な予算等を要します

ので、なかなか踏み切れないと、そういうところが現状です。以上です。 
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◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  ＩＣＴの話にまで、英語、外国語活動からいってしまいましたが、人吉新聞

のこの記事を見ますと、ＩＣＴを導入して、これがイコールということは恐らくないと思いますけれども、

全国学力学習状況調査で非常に高いレベルにいっているというのが、山江村の児童たちだそうです。そうい

ったことで、うちにもある機材は有効に活用していただいて、学力の向上に努めていってほしいと思います

し、また外国語活動、将来はここおそらくと言うか２０２０年、２２年で教科に確か格上げっていうことで

すよね。だからその前の今の外国語活動というところで、これが恐らく週に倍ぐらいの時間になるというよ

うな情報でございますので、そういったこと私は本当にいいことと思います。また学年が３年４年にまで少

しずつ、なんて言いますか、総合的な学習時間かは分かりませんけども、そのあたりでもまた英会話が入っ

て、英語が入ってくるということで認識しておりますので、そういったところは、現在から将来を考えて教

育に頑張っていってほしいと思っております。以上で１番目の質問を終わらせていただきます。それで次の

質問でございます。次は食育についてでありますが、このことは私は一般質問で私のみならず、数回程度質

問があってることと思っておりますが、また新しい今の時代ということで質問をいたします。現在免田小学

校は、「学校給食・食育研究校」に指定されております。これは、聞くところでは全国で１２校、小学校に

おいては全国で４校というようなことを聞いておりますが、まず、その免田小学校の全体の学校でもいいで

す。食育の現状ということをお尋ねをいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  今現在、食育をしております免田小学校での現状ということで、答弁をさせて

いただきたいと思います。まず現在におきましては、それぞれ生活のスタイルが変わっておりますので、子

供たちの食生活を取り巻く環境も非常に大きく変わってきているというふうに感じております。そんな中で、

いわゆる孤食、いわゆる孤独の孤食、それから個別の個食、そして固定化された固食、それから少量、小さ

い量の小食あとは子供たちだけの子食といったふうに、様々な「こしょく」という部分での問題が取り上げ

ております。一応、免田小学校の方では、こういった課題をもとにいたしまして、学校、家庭、地域が連携

して取り組む、子供たちの基本的な生活環境を整えて、望ましい食生活への知識と行動力を身につけさせる

ことを通しまして、子供たちに健やかな心と体をはぐくむというふうな取り組みを行うようにしております。

現在、免田小学校で取り組んでおります食育の四つの視点を掲げまして取り組んでおられます。まず視点１

といたしまして、正しい知識と望ましい食習慣を定着させる学習指導の工夫。それから２点目といたしまし

て、学校給食を含む日常指導の工夫。３点目といたしまして、変容を実感できる調査、分析、啓発の工夫。

４点目といたしまして、学校、家庭、地域が連携した食育活動の推進という一応四つの視点をもとにして、

学校の教育活動の全体を通して、学校における食育の推進及び心身の健康の保持増進を目的として研究をし

ていただいておるところでございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  こしょくっていうのは、私だけかもしれませんが、初めて聞きました。幾つ

もあるということですね。それで正しい食習慣とか色々給食の時間ということもございますけども、また学

校、家庭、地域これが一体となった食育というのが本当に大切であると思います。今課長の話の中で、給食

の時間ということが言葉が出ますけど、給食っていうのが、私も何より身近に児童たちが感じる食育の実践

的な教育の場だと思っております。具体的には、給食の時間にはどういった指導と言いますか、例えば残さ

ないとかそういったことはもっともだと思いますけれども、その他に色々どういった指導がなされておりま

すか。分かりますか、お尋ねいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育長。 
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●教育長（中村 富人君）  食育が、法によって位置づけられまして、色んな環境変わってまいりました。そ

のうちの一つが、従来は栄養職員っていう人が給食センターの方に配置されておりましたが、その栄養職員

が栄養教諭っていうふうな、そういうことで現在は採用されておりますし、従来の栄養職員は、研修を受け

て、栄養教諭という、そういう資格を取るようなシステムができております。あさぎり町の給食センターに

も１名の栄養教諭がこれは籍は免田小学校におります。その人を中心に、給食時が全ての時間は行けません

が、教室を回って、例えば食べ物と栄養の関係とか、そういうことを実際の献立をもとに指導をしておりま

す。また担任も給食の時間には、給食指導するような業務として課せられておりますので、担任も実際に確

認しておりませんが献立を紹介したり、あるいは色んな栄養等について説明をしたり、そういう指導も行っ

ております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  今、議員の方から食べ物を残さないとか、そういったお言葉がありましたので、

これ昨年の結果なんですが、給食を出されたものを、全て全部食べるっていう児童の、昨年６月では５７％

でございました。その結果、食育に取り組んでからの１２月、半年後の生徒たちの答えでは７１％まで上が

っております。また結果にもよるんですけれども、学校給食における残食率というものが、平成２４年度で

は１.４％あったものが、平成２７年度は０.４％まで下がってるといった数字も出ているところでございま

す。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  分かりました。食育ということで、一番先ほど言いましたけども、給食とい

うのが１番身近な子供たちの食育に関する教育だと思っております。うちの孫も家で色々残すことがござい

ますので、そん時に聞きますと、すぐ給食ば、あんたたちは残しよっとねって聞きます。そしたら給食は残

さんと言うとですよね。どこに問題が、うちに問題があるのかなとも思いますけども、とにかく給食を残さ

ないということが課長の中でありましたように、それが食育について勉強することによって、給食を残さな

い人達が５７％から７１％に伸びた。そういったことが本当にいいことだと思っておりますので、これから

もそういったことで、この研究推進校から外れても、そういったことは永遠のテーマとして、よろしくお願

いしたいと思います。それから小学校では総合的な学習の時間、５年生ではうちの免田小学校の場合はモチ

米を作って、餅つきまでずっと作業と言いますか、地域の皆さんと一緒にやっていくと。それから４年生は

サツマイモを作るとか。そういった学年学年で食べ物を畑で作って、自分たちで何て言いますか、食べると

言いますか、そういったことの時間もあると思いますけども、そういったことを私は食育の中に入ってくる

と思いますけども、そういったところの現状はどうでありますか。 

◎議長（山口 和幸君）  教育長。 

●教育長（中村 富人君）  今、質問は農業中心とした自然体験が食育と大きく関係するんではないかと、ま

さにその通りだと思います。この体験活動が食育だけではなくて、学年が下にいけばいくほど、その活動が

持っている内容というのは多岐に渡るというふうに言われております。例えば、学習でも私は理科の教員な

んですが、小学で理科ですが、中学では１分野２分野とか、高校では物理、化学、生物と細分化されてまい

りますが、そういうふうに下に行けば行くほど、大きな内容を含む。この農業を中心としたこの自然体験は、

色んなもの含まれてて、食育も大きく関係ありますし、例えば色んな調査によりますと、自然体験が大きく

は強い正義感との関連性が強いとか、いわゆる生きる力、たくましさとの関連が強いとか、色んな研究報告

もされております。その正義感とかあるいはたくましさとか、そういうのも勿論食育と大きく関係あります

ので、この自然体験、農業体験等については、現在も五つの小学校全ての学校でやっておりますが、今後と

も大事にしていきたいというふうにも思っております。以上です。 
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◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  そのとおりだと思います。作物を育てることが、ただ栽培することだけ、た

だ大きくなって収穫する、それだけじゃなくて、多様な教育と言いますか、その中にも食育というのが入っ

てくると私は思っておりますので、そういったところもよろしくお願い申し上げたいと思います。国の食育

基本法の前文には、食育を位置づけるということで、食育を生きる上での基本であって、知育、徳育及び体

育の基礎となるべきものと位置づけ云々とありますし、また日々忙しい生活を送る中で、日々人々は毎日の

食の大切さを忘れがちであると。本当にこれそのとおりだと思います。本来ならば、こういった食育という

ことについては、大体、家庭、親、それから地域の方が、子供たちに教えていくべきと私はそのものと思っ

ておりますが、今は本当に、これが食育基本法というのがあって、また学校の先生方も食育ということを学

校で教えてもらうっていうのが、私感謝すべきことと、町民の１人として本当に思っております。知育、徳

育、体育、本当にここにつながるということ、大きな教育の中の一つであると思いますので、これからも免

田小学校においては、学校給食食育研究推進校、今指定されておりますが、指定を外れてもその他の学校で

も、そういった教育には、熱心に取り組んでいっていただきたいと思います。ということで、この質問を終

わらせていただきます。次の質問に移ります。次は、小学校の運動部活動の社会体育への移行のことであり

ます。これまでも、同僚の議員から何度か質問があってることと思いますが、現在、平成３０年度を目途に

社会体育へ移行するとなっておりまして、本町でも社会体育移行検討委員会これがあります。およそ、ひと

月に１回の開催と聞いておりますが、そこで今現在、その検討委員会の状況といいますか、どういったこと

を検討されているかお尋ねをいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育長。 

●教育長（中村 富人君）  部活動の社会体育移行問題につきまして、今ありましたように、本年の３月にス

タートいたしました。議会の方でも御質問ありまして、女性委員の問題がございまして、スタート時は１名

でしたが本年度３名になっております。その中で、現在３回でしょうか、話し合いが進めております。詳細

については、教育課長の方が答弁いたします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  検討委員会の開催につきましては、２８年の３月に検討委員会を立ち上げまし

て、委員さんには各小学校職員、校長先生、体育の主任の先生それからＰＴＡの代表、そして、ふれあいス

ポーツクラブの代表、体育協会の代表の方、スポーツ推進委員の代表の方、以上の２０名で一応構成をさせ

ていただいております。計画では、ひと月に１回開催の予定ではございましたが、なかなか非常に問題意識

も高い部分もありまして、今現在のところ３回の開催にとどまっているところではございます。小学校の５

校の４年生から６年生の保護者たちにもアンケートを取らせていただいております。そのアンケート結果を

もとに、様々な保護者の方の不安とかいう部分も見えてきましたので、そういった部分での検討を進めてい

かなければならないというふうに、今はそういった段階での検討委員会というふうになっております。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  それでは保護者のアンケートあたりからも含めたところでの、昨日いただき

ました教育委員会の点検評価報告書に、社会体育へ移行することで、運動する児童とそうでない児童の差が

出てこないか心配であるというなことが書いてありましたけども、それは４年生６年生の保護者のアンケー

トをもとにしたことでありますか、点検者だけの話でありますか。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  評価委員の方々にも、小学校部活の社会体育以降についての説明はしておりま

すので、それぞれ委員の方々からもそういった御心配の声をいただいてるところです。また、アンケートの
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結果によりましていわゆるジュニアスポーツクラブがそれぞれありますけれども、そちらに加入している児

童が約３７.１％、それから小学校の部活動のみが３４％、どちらにも参加していないっていう回答が２８.

９％ございます。ですので、ジュニアスポーツクラブに参加しない理由、そういった部分では、いわゆる交

通手段がないが２７.９％、そして金銭面が２４.２％、興味がないというところでは３０.３％という結果

が出ております。ですので、小学校部活動の社会体育の移行によって、約全体の６３％は、教科体育以外は

運動に親しむ機会が減少するということが十分に予想ができるというふうに考えております。ですので、体

力の低下それから、登校から下校するまでに実施できる社会体育と言いますか、そういった部分の検討も今

現在進めているところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  そうですね、問題は多分検討委員会の中でも、検討委員会をやればやるほど

問題は多分でてくるんだろうと思います。恐らくジュニアクラブに入っている人たちが３７.１％と言われ

ましたか、それ以外の子供さんたちがとにかくスポーツに親しむ機会がなくなると、それが心配されるとい

うことであろうと思いますけども、それと課長の答弁の中にもありました、交通手段というのが大きな問題

になってくるんではなかろうかと社会体育移行の後、なると思います。具体的に私はまだ頭の中ではっきり

分からない部分があるんですけども、社会体育に移行した場合は、小学校の各小学校の単位として、あさぎ

り町ですよ、あさぎり町の各小学校単位としてではなく、あさぎり町全部が一つの社会体育、だから言えば

今現在ありありますけども、ジュニア陸上クラブ、ジュニアのサッカークラブ、ジュニアの野球部とが二つ

ぐらいありますね。そういっところと今現在、同じ考えでいいんですよね。例えば、深田から放課後岡原で

サッカーがあれば岡原まで通わんばんですよと、そういったことに結局なってくるんでしょう。確認ですけ

ど。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  検討委員会の中でも、様々な意見が出ておりますけれども、第１回目の時は、

スクールバスの利用等はできないでしょうかとか、そういった意見も出ました。その辺は現実的な部分で、

非常に難しい部分もあるかとは思いますけれども、先ほども言いましたように、ジュニアスポーツクラブに

現在もう参加しているお子さんが、今後社会体育に移行しても、先ほどアンケート結果にもありましたよう

に、いわゆる交通手段それから金銭面の部分で入ってないと興味がないという部分で参加してないお子さん

が多数いらっしゃいますで、今議員おっしゃられるように、そういった子供たちをいかに運動する体力向上、

運動するような場面をつくってやるかというのが非常に１番の課題ではないかというふうに考えております。

ですので、今現在はいわゆる部活動をしていた時間帯を各学校でいわゆる学校の体育館あるいは運動場をそ

のまま使って、小学校の部活動とは違った形での運動が、運動する社会体育としての運動ができるようなこ

とができないかということで、今検討委員会では話をしているところでございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  まだ３回程度の検討委員会ですから、今から恐らく様々な今言われたような

問題、全ての問題が今から多分出てくるんだろうと思っておりますけども、難しいですね。県の方針として

決まっていることでありますから、要は子供たちがスポーツに親しみながら、体力の向上そしてまた友達も

増やしていくというようなことのサポートするのが、この検討委員会であり、地域の方であると思っており

ますけども、何かちょっと中途半端な質問になりますけども、とにかく今から恐らく３０年を目途にて言い

ますけれども、おそらく２９年来年ぐらいにはちゃんとした筋道というか、そういったことをつけなければ

３０年には間に合わないと思いますよね。そういったことで、検討委員の皆様、そして現在ある総合型スポ

ーツクラブですか、そういったところとも携わってこられる方々がおると思いますので、そういった方々に
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もアドバイスいただきながらでも、頑張ってほしいと思いますけども、今ちょっと自分で言いました総合型

地域スポーツクラブでも社会体育移行の情報交換というようなことがあっているんですかね。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  総合型スポーツクラブの一つの受け皿として教育委員会としても考えておりま

す。またジュニアスポーツクラブのそれぞれの代表の方にも、社会体育に移行した場合の子供たちの受け入

れについての聞き取りあたりも進めております。ですので、そういった小学校での部活が行われた時間体で

の学校でできないかという、そういった検討とまたそういった総合型スポーツクラブとジュニアスポーツク

ラブの代表の方々の聞き取りも今進めている段階です。先ほど平成３０年度に社会体育に移行と、これ県よ

りも１年早い段階での意向を今あさぎり町では進めてるんですが、ただ、ほかの町村との様々な部分での、

例えば大会とか小体連の動きとか、そういった部分では、ほかの町村との動きを見ながら、社会体育へ移行

する必要があるというふうに考えておりますので、３０年の４月１日からという目標は立てておりますが、

その１年後の日程の変更という部分も考えていく必要があるというふうに考えております。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  そういうことでありますていうか、そういうことで、なるだけ早いと言いま

すか、そういった方針を出して検討していただきまして、子供たちに不便のないようなスポーツに親しむよ

うな地域をつくっていただきたいと思っておりますので、私たちもこの件につきましては、もう２９年度今

年が２８年ですね、来年ことある度に総務文教委員会で言えば調査と言います、調査はちょっと大げさにな

りますけども、そういった事あるごとに、こういったことは勉強させていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。それでは小学校教育の最後の質問であります。現在、夏休みの学校のプール

の使用につきましては、夏休みのプールはＰＴＡが学校から借用し、実施するものであるから、学校の管理

下ではなく、全ての責任はＰＴＡにあるという県からの通達といいますか、ＰＴＡからの文書が来ておりま

す。ということで、プールの事故等を考えて、今は限られた児童しか学校のプールは使用できないという、

夏休みですね、夏休みのプールの使用はできないということになっておりますけども、本当に悲しい現状、

この悲しい現状をどう認識、どう捉えておられますか、お尋ねをいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  今、議員がおっしゃったとおり、難しい問題というふうに私も教育課の方でも

捉えておるんですが、現状といたしまして、五つの小学校ございますが、免田小以外の学校においては、一

応全ての児童が利用できるような状況と聞いております。それぞれの学校での監視員の方々につきましてで

すが、免田小学校におきましては、必ず５名の方が監視員となって、大プールと小プールに分かれて監視を

されてると。あとの小学校におきましても、それぞれ３名から４名あるいは５名という形での監視をされて

いるようでございます。ＰＴＡ主催の心肺蘇生法の講習会というのを必ず受けていただくというふうに、受

けた方々で監視をしていただいているという現況にございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  私、今幸いにして免田にはＢ＆Ｇプールがありますよね。Ｂ＆Ｇに数百万の

４００万近いですか監視員賃金その他もろもろで恐らくその程度の年間の予算を使っていると思いますけど

も、学校のプールにも、それだけの本当は予算をつけてでも監視員さんをつけてでもプールを開放できない

かと言いたいところは山々ですけども、そこまで私も言いません。だから代替措置といいますか、何かの本

当にＢ＆Ｇプールが現実として永才区にあります。永才区っていうのは、もう錦との堺目にあるんですね。

だからそこまで、高学年ならば自転車でも行っていいよということはありますけども、なかなか夏休みの暑

い時期に、こっち側のいわば役場の本庁舎から向こう東の方の地区あたりの人が、なかなかそれができるか
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は難しい問題がございます。私はそういった点で週に数回でも構わないと思いますけれども、スクールバス

を午後だけ特別な便を走らせるとか、そういったことが考えられないものか、お尋ねをいたしますけども。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  今Ｂ＆Ｇの方にスクールバスの運行ができないかということで御提案がござい

ましたので、非常にこの問題につきましては、先ほどあったようにもＰＴＡが責任をもってていう部分もご

ざいますので、その部分も含めたところで、ちょっと内部で検討させていただきたいかと思います。以上で

す。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  この問題は私は、何年か前からずっと思っておりましたで、１回だけ多分こ

の場でちょっとだけ触れたことあったと思いますけども、このことは、一方では子供たちに体力の向上云々

ということを言いますよね。特に夏休み４０日間の夏休み期間中です。高校で体力の向上ですよって、私た

ちの時代はそうでありました、本当に。プールはありませんでしたけども、免田川に行って開放していただ

いて、川で遊んでいた。川で泳いでいた。これが本当に体力の向上、みんなと友達と言いますかね、友達と

のつき合いが親しくなったと。そういったことに関しては、この夏休みの泳ぐ、水で遊ぶということは非常

にウエートが高いと今でも私思っております。それができない児童がいるっていうことは、本当に悲しいこ

とだと思っておりますので、ここでは、答えは出ないと思いますけども、来年の８月までは、まだ１年間あ

ります。そういったことで、色々なまた問題提起なり検討していただきまして、この件はこの質問は終わら

せていただきます。続きまして、大きな質問の２番でございます。ここ数年の大きな課題のＴＰＰの質問で

ございますけども、本町はＴＰＰには基本的には反対の立場でございます。が、新聞や様々な報道では、こ

の質問の要旨に書いております、国の補正予算でＴＰＰ対策に３,４００億円の調整に入った。また今朝の

新聞では、自民党の農林水産業骨太方針策定プロジェクトチームが夏の参議院選で中断していた議論を再開

したと、色々なＴＰＰという言葉が出る報道があっております。この色々な報道がありますけど、今町とし

て、どういう情報が入ってるのか、またその情報について、どういう対処をされているのかお尋ねをしたい

と思います。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  ＴＰＰに関しましては、各管内の市町村も非常にこの情報に対しては、努力はして

ますけど、なかなかこうということで、話ができないと言いますか、そこまでつかめてない部分が結構ある

ということが事実であります。詳しくはこの後、担当課の方から話させていただきますけど、実は熊本県に

対して、二、三度お願いした経緯があるんですね。非常に国の政策があって、もう今国がＴＰＰが実際に批

准する前に、事前に対策として、政策的にお金を色んな補助金等を出してくる部分がある。それから大きな

流れが、部分的に動いているということで、こういったことについては、実は熊本県が一つの担当課をつく

ってでも、やっていただけませんですかと、もう各町村でこれをかかえても、とてもできないということで、

大分お願いしたんですが、よし分かった、やろうということにはなってません。多分、熊本県もなかなか情

報をきちんと把握して進めるには、確定的に決まった補助金を県の市町村に流すというレベルに止まってる

んじゃないかなというふうに思ってます。ですから、私たちも、この情報収集については、色んな記事で当

然注意はしてますけど、決まったことはしっかりとキャッチをして確認して、それをあさぎり町の農家の方

関係団体にできるだけ早く流す説明する。こういう形で進めていきたいと思っております。あともう少し補

足があれば、課長の方から補足説明をしてまいりたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  農業振興課の方では、先ほど言われましたように、国の２次補正予算等で
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情報が流れておりますけれども、ＴＰＰ対策、また土地改良関係事業の予算などが今回計上される見込みと

なっているところでございます。その中でＴＰＰ対策につきましては、産地パワーアップ事業、また、畜産

クラスター事業につきまして、基金の積み増しが行われる。また、新規事業としまして、中山間地域を対象

としました所得向上対策の事業が進められる、また農家の収入減少に伴う、そういったところで収入保険制

度の導入も議論がなされる模様となっているところでございます。内容につきましても、農政局や県の方か

らの要請によりまして、説明会とかがありますけれども、そういった情報につきましても、内容確認しまし

て、ＴＰＰの現状につきましては、可能な限り農家の方々へお伝えしていきたいというふうに考えていると

ころでございます。その中で県の方が施政方針の中で、県知事が稼げる農林水産業の実現に向け、国の補正

予算等を活用したいというふうに考えておられます。そうした中で、県の農業普及振興課が事務局となって

おりますけれども、球磨農業活性化協議会というものの中で、球磨地域園芸ＰＱＣプロジェクトチームとい

う、プライス、クォリティー、コストということで価格、生産、コストというところをそこ調査して、農業

所得の向上には努めていっておられるところでございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  本当に近ごろの農業新聞あたりでも、ほかの新聞もですけども、ＴＰＰとい

う言葉が出るのは、たくさん記事が出てきますね。ＴＰＰ対策という、しかしずっと見ていったら、その対

策て一体どこの対策なのか、何に対する対策なのかって。ただＴＰＰ対策という、環太平洋経済連携協定に

対する対策て、一体何なのかなと思う部分が本当に生産者側からありますので、どこが対策なのか、じゃあ

一言で言えば、もうこれは町に対して言っても、もうこっちの不満をちょっと述べるだけになるかもしれせ

ませんけども、ＴＰＰ対策で予算をつけるということは、農家は明らかに収入減少になるんだなと、必ず減

少になるからＴＰＰ対策でこの予算をつけますよ、この予算をつけますよっていうことですよね、恐らく。

これが私たちは本当に、どこの部分が対策なっとっとですかって、憤りを感じているところですが。一つだ

け具体的に言えば、ＪＡ全農の生産資材の値下げというのを、国は名前を上げれば、ある元総理大臣の息子

さんですけども、あの方がやたら言われて、ＴＰＰ発行を見据えた農業施策の一つだっていうところで、Ｊ

Ａ全農に働きかけるっていうか、調べなさいというようなことをやっておられますが、そういったところの

言えば、ＪＡとの情報交換はあっておりますか。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  ＪＡのほうの協議としましては、地域農業振興協議会の中で、そうした組

合長も含めた中で協議を行っておりますけれども、先ほど議員から言われましたように、具体策とまでは至

っていないところが現状でございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  生産資材の引き下げなり、農業共済制度じゃなくて農家の収入減少に対する

収入保険と言いますか、その創設とか色々な対策というのが国が打ち出すそれは悪いことじゃないと思いま

すので、それはそれとして、進めていってほしいと思っておりますが、今現在は本当はＴＰＰが発行される

か、まだ分かっとらんとですよね。今、特にアメリカが両２人の大統領候補がどちらもＴＰＰに対する反対

論を今とらえておられますので、そういったことで、これは大体順調にいけば２０１８年、再来年ぐらいに

は発行の予定だったのが、恐らくそこまではそこには間に合わないというような報道もなされておりますし、

そういったことで私もそういった認識はしております。でもそうは言っても、ＴＰＰ協定の署名はしておる

んですから、ちゃんとこれには日本もどんなうちが反対しようと、日本国自体が関係していくことも、この

発行というのは間違いなく将来出るんだろうと思っておりますので、そういったところの情報を敏感にとら

えた、町独自の施策というのは、非常に難しいと思いますけども、そういったところを課長そして町長、よ
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く考えていただいて、農家に対してまたＴＰＰこれに関する色々な関係する方々、農家だけじゃありません

けども、そういった情報を流していただきたいと思っておりますが、最後にどちらかいいですか。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  同じ内容になるかもしれませんけれども、町としまして総合農政協議会や

農家説明会などでも周知を図っていきたいというふうに思っております。特に緊急を要する事案も現在起こ

っておりまして、そういったものにつきましては、認定農業者、担い手を中心に文書発送しまして、できる

だけ所得につながるような内容でありましたら、もうそういった緊急に文書を発送して手続を進めていただ

きたいというふうに考えておりますので、今後もそういった体制はとっていきたいというふうに考えている

ところでございます。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  これで私の一般質問を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これで９番、永井英治議員の一般質問を終わります。ここで１０分間暫時休憩いた

します。 

 

休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１１分 

 

◎議長（山口 和幸君）  会議を再開します。次に、４番、橋本誠議員の一般質問です。 

○議員（４番 橋本 誠君）  ４番、橋本です。台風シーズンが入り、東北、北海道と甚大な災害が起きてお

ります。台風１０号では、岩手県岩泉町で１５人に上る犠牲者が出ました。その大半が高齢者でした。今後

さらに大雨等の被害が懸念されます。本町においても高齢者が多いことから、避難指示等の迅速な行政対応

が求められていると思います。町長以下、気を引き締めて対応していただけると切に願っております。それ

では、先般通告しておきました、免田川地区地域防災減災事業（特定農業用管水路対策事業）、入札の事務

執行の２点について質問いたします。最初に、免田川地区地域防災事業というのは、県営上村地区圃場整備

事業のことで、県営清願寺ダムの用排水路の整備のことであります。そこで、今回免田川地区の農村地域防

災減災事業が実施されますが、今回の事業から除外された管は完成から３０数年が経過し、相当老朽化がし

ております。その維持管理に相当の労力が必要になってくると思っております。そこで、現状と今後の整備

計画について伺います。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  様々な土地改良区があるわけですけれども、その土地改良区の整備については、改

良区と町関係の団体等とよく協議しながら対応策を行っております。長寿命化という観点で行っているわけ

です。特にそういう中で、どういう予算立てで行うか、その時に最も町にまた地元負担を少なくして工事を

進めるかということを町としては考えながら、こういった更新、改良事業を進めているところでございます。

詳しい内容については、担当課長から説明し進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  当該の管水路につきましては、上村土地改良区の管理の農業用施設になり

ますので、計画立案及び事業主体は土地改良区となりまして、町が事業費の一部につきまして、要望等を受

けながら支援を行ってきたところでございます。今回の県営事業につきましては、国が示したアスベスト対

策として、実施をされるものでありまして、工事延長は約８００メートル、水管きょう１カ所を更新するも

のとなっております。事業費につきましては、総額約３億４,０００万円で、事業負担につきましては国５
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５％、県３５％、残りにつきましては町が１０％負担するということで、当該土地改良区の負担はないもの

であります。町の負担としましては、平成２８年度から３年間の事業費となりまして、総事業費３億４,０

００万円の１０％ということで、３,４００万円を負担することとなっております。今後の事業計画につき

ましては、今回の県営事業で対象外となった管とその他の施設、そういったものにつきましては、別途県営

事業により土地改良区が更新計画を立てる必要がありまして、今後は土地改良区の負担も発生するものと考

えているところでございます。町としましても、そうした事業につきまして、有利な事業に取り組めないか

等の確認をしまして、県営ダムでありますので、県にも要望を強く行っていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  ただいま、報告いただいた現状では確かに農家の側の高齢化、後継者不足等が

考慮した場合、一つの土地改良区だけで解決できる問題ではなかと思います。大変疑問に思ってますし、今

後農業の生産基盤確立のためにも、どのように町が携わっていくかっていうことを、やっていかんばんかな

って思っとっとですたいね。だけんそこに対して町として今回は上土地改良区ですが、関係団体との連携を

していくための対策というのは、町はどういう考えを持っておられますか。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  今日の農業新聞にもありましたように、県内に土地改良区が数多くありま

す。その中で、熊本県の大津、菊陽町付近にある白川水系の土地改良区につきましては、合併をしまして経

営を安定させるというような方法もとられておりますので、以前も、この球磨管内の土地改良区につきまし

ては、合併の話もあったんですけど、今のところまた立ち消えしているというような状況ですので、そうい

ったところも考えていただきながら、土地改良区の方も考えていただきながら、そうした運営コストの削減

に努めていただいて、合併できるところが一つになって、事業に取り組んでいただければというふうに考え

ているところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  私は前の一般質問で、清願寺ダムの小水力発電を一般質問したことありますが、

その時、こういうことが県の方の事業であるんですが、国が１００％する事業があったんですから、あの時

やるべきやったかなて私は思うんですね。そん時しとけば、こういう負担をせんでもいいような施策ができ

るんじゃないかな。そういうことがしてないので、今後農家が高齢化して後継者不足なっていった時に、負

担になってるでしょ。なるだけせんごとということで、私も県のほうからのある情報を仕入れて、県営の小

水力発電のことを話しでいった経過があります。だけん、そこらば十二分にでけんという問題は色々あるか

もしれんですけど、前向きにとらえて一生懸命そういうことは、やってもらわんば、農家の人達や色んな人

達が主なものとしてやっとが行政ですかね、そこを十分に考えてもらいたいなと思っております。そのこと

について、課長は。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  農家の負担軽減のためで、小水力発電等の協議も以前なされておりました。

その中で、費用対効果というところがありまして、指数で示しますと１.０以上でありますと、その経営が

成り立つというようなところでございましたが、前回の計画の中でありました経営の内容では１.０下回っ

ていたということで、今回見直しがなされております。まだこの小水力発電が立ち消えになったということ

ではなくて、今後も県の方とも協議をしながら、そうしたもっと安くできる事業があって、農家のためにな

るような経費がいただけるような施策がとられましたら、またお願いしたいというふうに考えているところ

でございます。 
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◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  そうですね。将来的には一土地改良区だけでなくて、百太郎溝幸野溝、中球磨

土地改良区もあります。町にはこういう問題がいっぱいになってます。そこらを十二分に町が一緒になって、

一改良区だけではできないことは、農家のためにも町の執行部あたりが一緒になって、そういう問題や有利

な期待できるようなことを見つけてやっていければと思っております。町長そのことはちょっと伺いを、こ

のことについて。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  御指摘のとおり、どの工事もとにかく、もっとも町も地元も負担しない方法を選ん

でいく。これが私の行政との取り組みの姿勢でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  課題はたくさんありますが、一つずつ一歩ずつやっていただきたいと思います。

それでは２点目ですが、先般、６月２２日に行われた入札において、本来落札すべきでない業者に落札宣言

がなされたと聞いております。事務手続不備があったと聞いておりますが、さまざまな憶測が流れており、

町民に不信感を与えております。さらに、落札すべきでなかった業者に謝りもせず、電話１本で落札取り消

しの連絡をされたと聞きましたが、本当ですか。さらに指摘があって、あくる日に行かれたとのことです。

それもまた本当なのか。当日どのような入札事務が行われたか詳細に説明を願います。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  はい、６月２２日の入札の件でございます。今御指摘の点、まずあの入札事務

に事務手続上私どもの担当のほうでのミスがありまして、結果的にそういう今御指摘のような事案が発生し

ましたことは事実でございます。その点につきましてまずおわびを申し上げたいと思います。経緯につきま

しては、まずあの、ミスが判明いたしましたのは、実は６月２２日入札を行いまして、外部のほうから、具

体的に業者さんのほうからですね。これは間違いじゃないかというような問い合わせが入札会を閉会した後、

電話で御連絡がありました。担当といたしましてはそれをちょっと確認をしまして、その時点でミスが発生

をしているということが確認をいたしました。今おっしゃいました該当する業者さんに対しましては、その

時点でまず緊急だったもんですから、電話のほうでですね、そういうふうに状況がなっておりますので、ま

ず現状を御報告をいたしまして、その時点で取り消しとか何とかですね。そういうことを断定的に申し上げ

たというつもりではございません。ただそういうことになっておりますので、また詳細確認しましてから、

また伺いますと、その時点では該当される業者さんは具体的な場所は存じませんがちょっと外にですね、現

場に行っておられた関係で、直接ですね、訪問してのお話ができなかったもんですから、翌日に伺いますと

いうことでの当日終わっております。翌日に私も含めまして、その前に内容の確認をしましたところですね、

先ほど御指摘のとおり、具体的にはこれも申し上げますが、最低制限価格は７０％から９０％の範囲内とい

うのがございますが、通常の算定方法で行った場合に、９０％を超えたケースだったわけでございます。今

回のケースですね。その場合は９０％が最低制限の上限になってまいりますが、そこでその間違いが出てき

たわけでございますけれども、その付近を確認をしまして、先ほど言いましたように結果的に間違っている

というのは事実でございましたので、その確認をした段階で翌日、私も含めまして、該当される業者さんに

ですね、訪問をさせていただきまして、説明を含めて、あるいは間違いも含めておわびを申し上げたところ

でございます。ということで最終的にはですね、落札者の変更と申しますか、訂正につきましては、内部的

な手続も踏まえましてからの決定でございますので、最初の時点でそういった手続的に間違っているという

事実はお伝えしましたが、その場面で電話でですね、電話１本ですいません取り消しですとかそういうこと

は申し上げたつもりはございません。ただ相手方にとりましてはですね、結果的にそういうふうに受けとめ
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られた部分はあるかもしれませんが、最終的には文書でですね、きちんとと申しますか手続を踏まえた上で、

それもまた文章をお持ちしてですね、こういうことで最終的には、取り消しというか訂正をさせていただき

ますということは、２回目の訪問で正式にお伝えをして当然その時点でもおわびを申し上げながらですね、

対応したというところでございます。いずれにしましても先ほど申し上げましたように、そういった不備が

ありましてですね、関係される業者さんはもちろんでございますが、多方面にいろいろ御迷惑をおかけした

ということにつきまして、また重ねておわびをしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  そういったミスがですね、積もり積もって大きな問題になってきますと、小さ

いうちからしっかりとした対応策、どういう対応策をですね、講じていかんばんとじゃなかかなと思います。

対応策としては、どういう対応策を考えられてるか伺います。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  ちょっと事務的な細かな話になってわかりづらいかもしれませんけれども、私

どもで入札事務を行うときに、調書を改札調書をつくるんですが、そこに入札の時点で、最低制限価格を封

筒を開封しましてそこに記入いたします。その作業は、最終的に記入するのは私なんですが、町長なり副町

長なりの入札執行者との連携でやるんですが、そのもとになる調書をですね、一応決まったシステムがある

んですけども、そのときに通常であれば、システム上計算が出て、先ほど言いました７０％から９０％の範

囲内を超えていれば、９０％ですよというのはまた別枠にあるんですね。これちょっとすいませんちょっと

わかりづらいと思いますが。それが、今回は９０％超えたケースですから、本来はそちらをとらないかんと

ころを、通常の計算算定式に出た、具体的には９０．数％ですね９０．、９１％いかないぐらいですけど、

それのどちらの数字を持ってくるかという単純なこれはもう本当申しわけないんですが、取ってくるその数

字を間違っていたということでございます。とはいえこういった大きな結果になりますので、その様式を具

体的にこちらをとるんだとはっきり明記できるようにですね、その様式を今現在変えております。見て見間

違い、とり間違いがないようにですね。何かそんな簡単なことでできるのかと思われるかもしれませんが、

今までがそういうことで人的な見間違い、とり間違いをしやすいような形だったもんですから、それははっ

きりだれが見てもわかるようにですね、変えたというのが今回の案件に対しましての今後の防止策でござい

ます。ということで、改めてそういうシステムを変えましたが、併せて再度その記入をした時の確認を、ま

たきちんとやるというまた人的な作業になってまいりますが、そういうことを心がけて、当然のことながら、

二度と同様の間違いを行わないように、今取り組んでいるところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  チェックは、最終は総務課長、副町長、町長もさるっとでしょ。じゃなかです

か。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  最終確認を記入をするときにするわけでございますが、ですから最終の確認を

いたします。御指摘のように。そのもととなる分を間違わないようにしなければならないというのは、今回

の私どもの問題認識でございます。もう一つ最終的に確認をすることで、入札執行者私も含めてするんです

が、合わせてですね、事務担当者もまた再度、するようにしております。２重３重チェックということでご

ざいますが、そのように今心がけて現在はやっているところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  ということは、総務課長で終わりですか。チェックは。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 
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●総務課長（小谷 節雄君）  チェックと申しますか先ほど言いましたように、実際記入を最終的にするのは

私でございます。入札書が提出をされて、そのあと書くようになってますので、ということでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  総務課長ですね、総務課長が悪かということは、副町長やら町長も悪かという

ことですね。総務課長の責任はトップがやっぱ責任ですよね。そぎゃでしょ。そぎゃですたいな。ちゅうこ

とはやっぱですね。町としてもやっぱそういうことはですね、ぴしゃっとしていかんばですよ。これはここ

で言葉でとかそれで済んだでよかですよ。これがまた別の次元ならですよ。いろんな問題が起こればですよ。

そぎゃん問題ばかりじゃなかでしょう。だけん私はもうちょっとしたミスでもやっぱり常に次はフィールド

をアップして今後対応策をやっていかんば、次にこういう入札でたまたまお金の問題で入札する前だけでよ

かったでよかった。でもこれが一大事故が起こったりとかそういう問題になればですね、そういう気持ちを

持ってやっぱやってもらわんばですよ。もうそらいかんでしょ。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長でよかですか。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい、今回ですね、こういうことで起きたということで、私もえっということでで

すね、まず、落札された方を変更するということでありましたから、これはしっかりと説明しなさいという

ことで指示をしたわけです。当然のことながらですね。いつもそうですけど、この件に限らず、いろんなこ

とがあったときには、まずその対象の方にですね、とにかく丁寧に説明してほしいということは、いつもそ

れは言っております。今回もそういうことでやっていただきました。ただ間違いは間違いですからですね、

こういったとは、たびたびあってはいけない。当然のことですよね。ですから、当然再発防止を考えてやっ

てくださいということもお願いしております。いずれにしてもですね、こういったことが今後起きないよう

に、私、副町長も含めてですね。しっかりと指導していきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  それでは、そういうことがないようにですね、していただきたいと思います。

あとそれとですね。入札のことなんで、現在入札価格を事前公表していますが、今後ですね、事前公表の考

えあるのか、またあるのであれば、いつごろになるのか。またそれと県なんかは電子化に移行していますが、

あるとすればいつごろからなるのかをお聞きしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  今の二つの件は内部で今検討中です。やっぱり案件によってはですね、入札価格は

あとでもいいんじゃないかなという部分があります。やっぱり自分でしっかりと計算していただいてですね。

そしてその内容をぴしっと把握していただくと。町が出した価格で入札をですね、それ見ながらするんでは

なくて、自分で積算していただくことでですね、いろんな設計の見積り力とかも当然アップされると思いま

すし、それはやって行きたいんで、今後、案件によっては価格を公表しないということも検討してみたいと

思っています。それから電子入札についてはですね。これもやっぱりもうやっていくべき案件と思っていま

す。ただ、時期についてはですね、まだ申しませんが、私はやはり熊本県がやってるところまで一気にやる

気はありません。それはどういうことかというと、つまりその入札仕様書をですね、全部ネットで相手方に

送っていくわけですね。そして、向こうから相手さんの業者からネットで入札価格を入札に参加していただ

く、ネットで。そしてネットであなたが落札しましたと返してしまう。県はそこまで今やってますよね。で

もここまでやるとですね、業者の顔が見えないといいますか、余りにも事務手続が簡素化されてですね、ち

ょっとそこまでは私たちはどうかなと思ってますので、少なくともデータはですね、全部電子でデータとし

てお渡して、入札はきちっと皆の前でさせていただくという案くらいのところをですね、今後私は、検討し

ていきたい。時期についてはもう少し内部で検討しますので、そこまではですね、今日はお答えが難しいと
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いう状況です。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  そうですね。県と違いますが、一歩一歩ですね、そういうことも可能性になっ

てくるかなって思っております。やっぱりなかなか町長が言われたように、ネットと、電子と電子とってい

うのも一つの何か変な雰囲気があるっていうのも確かと思いますが、でもやっぱ時代はそういう形に流れて

きてますんでですね、やっぱそこらもやっぱ町としてもやっぱ考えていくべしだし、電子化することによっ

て今みたいなですね、さっきみたいな失敗することもちょっとなくなるんじゃないかなと、入札の不備なん

かがないかなという思いもあります。だからそこらも十二分に検討していただいてですね。そういうことも

やっぱ考えていくべきであると。今すぐにっていうことじゃないですが、そういうことをやっぱ考えていく

べきじゃないかなと思っております。副町長、そのあたりは。 

◎議長（山口 和幸君）  副町長。 

●副町長（小松 英一君）  はい。今町長から答弁がありましたように、私もこの電子入札は、いずれはもう

やらなければいけない、というのが、町長は入札会は現地にてというふうにも、答弁いたしましたけれども、

実は熊本とか福岡とか、遠路から入札会に参加される事業所もおられます。そういうのを考えると、今の時

代に果たしてそういう現地で入札会をすることが果たしてどうなのかなっていうふうな意見もあるやに聞い

ておりますので、さまざまに検討はしたいと思いますが、電子入札については、今後どの時点かで導入を段

階的にやっていくということ。それから、予定価格につきましても、これはやはりそれぞれの企業が、積算

をする能力を高めなさいということを盛んに言われてるんですよ。もうこれは国あるいは県からもそういう

積算ができなければ現場での工事が果たして安心して施工できるんですかっていうふうなですね、そういう

ところまで求められている時代ですので、やはり予定価格の事後公表っていうのは、そういう積算能力があ

って初めて達成できるものであって、やっぱりそこのところの企業努力というものも、私たちがお願いして

いかないと成り立たない話ですので、今後そういうところを、いわゆる町内の公共事業を担当していただい

てる事業所さんとも十分懇談をしながらですね。検討については進めていければというふうに考えておりま

す。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  そうですね、今後ですね、すぐすぐにはできないかもしれませんが、そういう

形で、おこなってもらいたいなと思っております。今後ですね、先ほどの入札の件ですが、今後やっぱ注意

に注意を重ねて、町民に不信感を与えないようにしていただいて、今日はですね、私は指摘という形でおり

ますんで、指摘しときますんで、十二分頭に置いてもらって、今後の入札の折にはですね、間違いがないよ

うな形でやっていただいきたいと思います。あんまり早かったですな。答えがすぐ出てきたもんで、もうち

ょっと考えることあったんですが、ということでこれで終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これで４番、橋本誠議員の一般質問を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  次に、８番、豊永喜一議員の一般質問です。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  昼前１５分前でございますが、通告に従いまして一般質問をいたします。ご

み収集作業における安全性の確保及びごみ減量の促進を図るとともに、ごみ出しマナーの向上を図る向上を

目的として、ごみ袋が指定されております。本年度よりごみ袋が変更になり、住民が戸惑っている部分が見

受けられます。住民は、一般廃棄物処理計画に従い、ごみを分別して排出しており、町のごみ減量・環境美

化等にも大きく貢献しております。ごみ袋等の現状・課題について伺います。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  ごみ袋の現状と課題ということでございますけど、先ほど豊永議員が話されました
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ように、非常に町民の皆様方が、この町が進めてる分別収集及び生ごみの分別も含めて、相当協力してやっ

ていただいてるなということで、まずはこの場をかりて町民の皆様の協力に、私は感謝申し上げたいと思い

ます。それから今指摘ありました、ごみ収集の課題ということでありますけど、ここについては担当の方か

ら、まず説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  ごみ収集につきましての課題ということでございますけれども、本当に町

民の皆様には可燃ごみ、不燃ごみ、それからリサイクルといった資源物等につきまして、本当に細かく別の

作業をしていただきまして、ごみに関しましては全体総量も随分量的に減ってきておりますので、本当に町

民の皆様方の御協力のたまものだと感謝いたしております。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  町民の皆さんが協力してやっておられるということでございますけれども、

本年度からごみ袋が変更をされたということで、先ほど言いましたけれども、住民の方が戸惑っておられる

という話を、この頃多く聞くもんですから、この質問をしたわけですけれども、このごみ袋を変更した経緯

について、どのような経緯でなったのかということをお尋ねしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  ごみ袋、大きいサイズになりますけれども、従来の平方長方形の形から、

今取っ手つきのごみ袋に小売店さんの状況によりまして、在庫の状況によりまして、徐々に段階を踏んで置

いていっていただいている状況でございます。この取っ手つき、手提げ式に変更した経緯というのが、以前

から町民の方からの要望があっていたということ、それから高齢の方が持ち運びがしやすいようにというよ

うな要望もあっていたというふうに聞いております。また区長会の方からも要望も出ていたというのが大き

な要因でございます。人吉球磨管内におきましては、５市町村が手提げ式のごみ袋に変更されているという

状況を見まして、あさぎり町も取っ手つきのごみ袋に変更したということでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  確かに少子高齢化と申しますか、そういった影響で取っ手つき、持ち運びが

しやすい部分は、私もそれでいいというふうに思うんですが、私は写真で資料提出しておりますが、種類は

４種類あるわけですよね、燃えるごみ、大、中、燃えないごみの大、中、それぞれ４種類ある中で、ここで

は燃えるごみの大と、燃えないごみの大を２種類載せておりますが、これを見る限りでは、前よりも多く入

らないという話がよく聞くわけですよね。それと破れやすいとか、そういう話を聞いたわけです。ところが

裏面を見ていただきますと、実際、私は入らないという話を聞いて、もみ殻で検証してみました。古いやつ

が１０.６キロ、新しいやつが１０．３キロと重量的には変わらないんですよね。これは６月議会の時に宮

原課長も検証されたということでありましたが、同じ位入っですよという話をされた時に、ちょっと半信半

疑だったですが、実際入れてみて、ちょっと驚いた部分があります。実際私はここに持ってこようかなとも

思ったですけど、もみ殻でしたので、議場が汚れますので遠慮させていただきましたが、内容物は入るとい

うことですけれども、これが結ぶ時に、なかなか結びにくいて言うんですかね、ここに実際この手が新しい

やつですよね。話を聞きますと、こういうふうに入れた時に、ここを持って、なるだけ多く入れようとする

と破れやすかという話があるわけですよ。ですから、その中で、その変更された時に、この材質辺りは前と

一緒なのかなという疑問も一つあるわけですよ。そういったところはいかがですか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  材質につきましては、高濃度ポリエチレンというのを使ってあるんですけ

れども、これは今までの平方と全く同じです。厚さについても、０.０２５ミリということで従来のものと
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何ら変わりはありません。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  材質あたりはほとんど変わらないということでありますが、そういった今私

が言ったように、多く入らないとか破れやすいとか、そういった苦情と言いますか、そういったことは役場

の方には全然届いてないんでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  平方から取ってつきに変えた当初、住民の方から２件ほど、そういった入

らないんじゃないかという問い合わせはあっておりました。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  結局２件ぐらいしかなかったという話でありますが、結局その物事が変更し

た時あたりは、戸惑いあたりが非常にあると思うですよね。この変更された時の周知あたりは、どういうふ

うにされてるのかなというふうに思うんですが。先ほど課長が、近隣市町村は取ってつきのやつは５って言

われとったですよね。私が調べとったとが人吉と錦と山江と球磨村、それとあさぎり町で５になるわけです

よ。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  人吉市と錦町さんと、それから五木村、山江村、球磨村の５市町村になり

ます。それから住民の皆様への周知ということですけれども、６月末に発行されます７月号の広報紙で周知

はさせていただきました。ただ、スペース的にちょっと見づらい部分になったかなということで、周知につ

いての不十分さっていうのは否めないかなというふうに反省はいたしております。あとホームページの方に

も掲載はさせていただいておる状況です。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  なかなか、内容がまだ店に在庫があった場合には、取っ手つきをまだ全然使

ってないっていう方もいらっしゃるというふうに思いますが、そこの周知は、今後徹底って言うか、変更さ

れたんですから、内容がわかるように周知をしていただきたいというふうに思いますけれども、２番目に移

りますけれども、このごみ袋の指定業者と料金、この決定方法はどういうふうに決まってるんでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  ごみ袋のまず指定業者につきましては、合併当初から、ふるさと振興社の

方で取り扱いを行っていただいておる状況です。また料金につきましての決定方法ということですが、料金

は納入業者につきましては、ふるさと振興社さんのほうで町内業者を含む３社の見積もりによって決定をし

ているところでございます。料金につきましては、従来の平型のごみ袋と品質、規格ともに変わらず、また

金額も今現在平型１６２円でございましたので、その金額を超えないようにということで決定をさせていた

だいておりまして、今回の取ってつきのごみ袋につきましても、１６２円で販売をしているところでござい

ます。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  指定業者につきましては、合併当初からふるさと振興社ということでありま

すが、ごみ袋の販売の流れ、結局町民の方に届くまでの流れ、これをプロセスと言いますか、例えば、ごみ

袋の卸業者から、ふるさと振興社にしてっていう流れ、その間の流れっていうのをちょっと詳しく説明して

いただきたいんですが。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  まず見積入札によりまして、決定した業者の方から、ふるさと振興社の方
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に、約大きいサイズのごみ袋５０万枚ほどになるそうですが、ふるさと振興社の方に持って来られます。あ

と小売店の方からふるさと振興社の方に、ごみ袋の依頼がありましたら、ふるさと振興社の方から小売店の

方に直接に持って行かれるという流れになっておるようです。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  小売価格が大の場合、１０枚当たり１６２円ということですよね。これを先

ほども、ふるさと振興社という話が出ておりましたが、今町の身体障害者福祉協議会というのは全然関係な

いんですか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  去年の２７年１０月からもう身体障害者協議会の方は、このごみ袋の販売

から、もう手を引かれてるというか、販売の方には携わっていらっしゃらない状態です。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  とういうことは、指定業者のふるさと振興社が、結局２５年度の決算でいき

ますと売り上げが６００万、経費が１４万３,０００円。営業利益が２２３万３,０００ですか、２５年度で

すよ。これがもう丸々ふるさと振興社の儲けて言いますか、利益になるということで、考えてよろしいです

かね。先ほど町の身体障害者福祉協議会、あそこの場合は去年の１０月からっておっしゃいましたよね。２

５年度はこの決算でいきますと、この２２３万３,０００のうち、幾らかいきよったでしょ、その団体に。

その金額て分かりますか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  ふるさと振興社から身障者協議会の方にはいっていないかと思いますが、

間にふるさと振興社から、以前は身体障害者協議会があって小売店というふうになっておりましたので、ま

ずそれぞれで中間で手数料を取ってらっしゃったというこというふうに聞いております。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長、ここでちょっと暫時休憩します。今豊永議員がおっしゃった、ごみ袋の

販売までのルート途中に発生したマージン等々を、午後に説明させてから再開してよろしいですか。それで

は暫時休憩いたします。昼からは１時３０分に再開いたします。 

 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時３２分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。それでは午前中の答弁が漏れておりま

すので、町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  午前中の豊永議員の御質問に対しまして、お答えさせていただきたいと思

います。まずふるさと振興社から昨年９月末まででございますけれども、身体障害者協議会が間に入られま

して、それから小売店というふうに流れ的にはなっておりました。そういうことで、それぞれということで

ごみ袋の販売経路はそういうふうになっております。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  恐らく、ごみ袋の発足当初から、身体障害者福祉協議会の方には、このごみ

袋を通じたところで助成金か何らかの助成か何かわかりませんけれども、そういった形でいっていったんだ

ろうというふうに思っておりますが、やめられた理由は何ですか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  やめられた理由は身体障害者福祉協議会の会員様の高齢化等々もありまし
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て、ご辞退の申し出があったってということです。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  午前中にもちょっと聞きましたけれども、助成金額と言いますか、取り扱っ

たその金額、大体幾らぐらい、金額わかりますか。この協議会に対して。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  身障者の総会が２８年度の総会が、今年の５月１９日にポッポー館で開

催されておりますけれども、そこに我々も来賓として出席しております。その中で、平成２７年度のごみ袋

販売収支決算書もついておりました。協議会の方には、１７万８,１６８円が協議会の方に、このごみ袋の

収支決算の方から、そちらの方から繰り入れをされております。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  昨年の１０月からはもう入っておられないということであれば、これが大き

い方のやつで１６２円という金額になるわけですが、ということは、１６２円の売り上げのうち、結局もう

それが丸のまま、昨年度が１７万８,１６８円協議会にいっていたその利益部分は、例えば今年の場合は、

丸々ふるさと振興社が売り上げた利益はそのままいくということで理解してよろしいですか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  今年度、平型から取っ手つきに変えたということで、金額が１円ほど仕入

れ価格が上がっております。町民の方それから小売店さんに対してのこれまでの金額っていうのは変えない

ということで、振興社の方もされておりますので、前回平型の時と比べまして、仕入れ価格は１円ほど上が

っておりますが、身体障害者福祉協議会さんの分が、その分が利益にはなってくるかと思うんですけれども、

ただ今まで身体障害者福祉協議会さんのほうで、配達されていただいてたものを、直接ふるさと振興社の方

で行いますので、その分の賃金とかそういった注文受ける電話代とかそういったものが、ふるさと振興社の

方の支出として新たに発生したということになります。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  １円ほど上がるという話でございますが、取ってつきに代えたことによって。

ただ町民から言わせれば、逆に言わせれば、先ほどからも何遍も言ってますとおり、なかなか入らないとい

うこと、前に取り比べれば、多く出さないかんとかいう話もあるわけです。ということは、住民にとっては

もうコストの負担が、大きくなってるわけですよね。住民側から言わせればですよ。町から言わせれば、住

民の方にお願いをしているわけですから、当然こういう経過は私も初めて知りましたが、身障者協議会あた

りには、お金がずっといきよったという認識しておりましたが、去年からなくなったという話は初めて知っ

たもんですから、お願いする以上は、価格面の流れと言いますか、こういう体系で、こういうふうに１０枚

当たり１６２円になるんだよということを、堂々と公表していいんだろうというふうに思うわけですね。で

すから、私はそういうことを考えた時に、値段を下げてもいいんじゃなかろうかと思うわけですよ。近隣町

村の値段を見ても、錦あたりは１６０円でされとっですよね。燃えるごみの大きいやつで。あそこは、あさ

ぎり町のやつに比べて、取っ手つきですが、１０センチ高いわけですよね。この資料の３番に比較表をつけ

ておりますが、人吉と錦とあさぎり町というふうにしておりますが、人吉の場合が９０センチ×６０.５セ

ンチ、錦が９２.５センチ×６４.５、あさぎり町は８０×６５ですもんね。ですけん、人吉と錦あたりは

縦の長さは取ってまで入れて、１０センチ高いわけですよ。ですけん、容量的にはこちらの方が多く入るわ

けですよね。人吉の場合はちょっと材質あたりが硬くて、丈夫ということもありまして２１０円なっており

ますが、そういった面から考えても、値段を下げてもいいんじゃなかろうかというふうに思いますが、いか

がですか。 
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◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  確かに議員おっしゃるように、人吉市さんは金額若干高いですね。ただ材

質が厚みにしまして０.０３ということで、あさぎり町が０.０２５です。錦町さんの方が０．０２というこ

とで、材質は確かに人吉さんの方も、ちょっといい材質になってらっしゃるかと思います。ただ錦町さんに

関しましては、購入の際に、あさぎり町は国産ということで、町内の業者さんも含めたところでの見積もり

を取らせていただいて決定をしているわけなんですけれども、錦町におきましては外国産の製品で、県外に

と言うか、管外に業者さんを求めてということで、それで安いところというふうにされているようです。な

るだけ地産地消っていうものでもないんですけれども、管内の業者さんを重視した取り扱いをさせていただ

いてるところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  住民サービスの向上と言いますか、そういった面から言わせれば、結局この

手は燃えるごみですよね。結局は燃やすとですよね。クリーンプラザに持っていって、ということは、国産

であろうが、外国産であろうが、私は関係なかと思うわけですよ。結局住民にとって利益があれば、そうい

ったことは関係なくて、確かに例えば見積もり業者は３社と言われたですかね。これも地元だけという話に

なっとるかどうか分かりませんが、これも含めてお尋ねしたかっですが、そういったことも、最終的に燃や

すんであれば私はそういう考えでもあって、価格はなるだけ安い方がいいと思うんですが、もう１回お聞き

しますが、その点いかがですか。 

◎議長（山口 和幸君）  町民課長。 

●町民課長（宮原 恵美子さん）  住民の方にとっては価格はもちろん安いほうが、いいに決まってると思い

ますが、そのサイズにつきましても、高齢の方とか考えた時に、余り大き過ぎるのもどうかなという思いも

あります、持ち運びがしやすいっていうことで、そういうのを勘案して今までのサイズになっていたのでは

ないかと思っておりますが、今、そうですね、あさぎり町におきましては、今現在、条例にのっとったとこ

ろでのサイズというところで作っているところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  今、ごみ袋の大きさ、形状、強度色々検討すべき課題があるじゃないかという話で

すよね。そういうことで、今日私が聞いてて近隣町村の価格もありますし、これちょっと調査してみたいな

と思うんですね、少し。幾つかの指摘をされましたので、大きさがワンサイズ大きいのを作るか含めて、総

合的にもう少し見直しをして、そういう結果で値下げ余地があるかどうか、まずは町民の皆さんが１番使い

やすい形を考えてみる。そして、その時に私が聞いているところでは、１番標準の今現在の大きいサイズが

１回発注で５０万枚だそうですよ。それ以外は受け付けないそうです。５０万枚だと約１年分だそうですよ

ね。もっと小さいサイズもあるんですけど、こちらの方は逆にお願いしてるんですけども、２０万枚でない

と受け付けないということで、でも小さい方は２０万枚やるんですけど、３年ぐらいあるそうですよ、在庫

が。それを中で管理しないといけないと、保管してですね。等等いろいろあるもんですから、もう少し今日

いきなり結論を出すのはちょっとまだ、難しい面がありますので、色々指摘さたことを課内で町民課だけじ

ゃなくて、ほかにからんでるところもありますので、検討させていただいて、またよりこれだったらってい

うところが見出せれば、議会の皆様にも説明して、次のステップに進めていければと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  本来であれば、町長、変更する際は、近隣町村のあたりを調べて参考にしな

がら値段価格もそうなんですが、調べて作られるんだろうと私は思うとですよ。ところが今回の場合は、ち

ょうどあさぎり町の場合は、ごみ袋の指定に関する条例ということで、規格は決まっとるわけですね。縦横
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はぴしゃり合ってはいるんですが、そういった問題が生じてきとるという話でありまして、先ほど価格の決

定方法あたりも聞いていますと、障害者福祉団体の方にはもうお金はいってないというお話ありまして、こ

れは初めて知りました。私が言いたいのは、買っていていただくわけですから、透明性っていうですか、こ

ういうふうな流れで、この値段になってますよということが、私は必要なんだろうというふうに思うわけで

すよ。ですから、見積もり業者あたりが３社と言われましたけれども、先ほど国産あるいは外国産という話

がありましたけれども、こういったものに関しては、住民負担に関するものはまず町民の利益を考えたとこ

ろでやってほしいというお願いですよ。そういったところで、ちょっとそのあたりをもう一度お聞きしたい

と思うんですが。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  言われておる通りと思います。もちろん、最低の価格ということで相当交渉はした

と聞いてます、値段交渉ですね。結果、今の価格になってるということであります。当然近隣の町村の状況

もある程度確認して、１番高いところまではないと、真ん中ぐらいですかね、ちょっと真ん中よりちょっと

高いんですかね。その辺のところということで、ぎりぎりかなというとこで、先に進めたというふうにも聞

いてますので、いずれにしても、もう少し幾つかまだまだ破れについては、厚さの問題とかも言われてます

ので、そういうことを含めて整理して、町民の皆さんが必要であれば分かりやすく経緯も説明するようにや

ってみたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  そういうことで検討をされるということでございますので、それが一応３番

目になかなか移れなんですが、そういったことを踏まえて、私は今回質問する前までは、新旧の袋が、私は

一長一短あったんだろうというふうに思っておりました。できれば結局持ち運びやすい、確かに高齢化あた

りで取っ手つきの方が運びやすい。ところが家族あたりが多いところは、ごみが一杯出るから、えろ入る方

がよかとかという話があるわけですよ。そういうふうに一長一短あるもんですから、私はもうこの３番目の

中で、両方取り扱いができないだろうかというふうに質問をしようかと思とったですが、先ほど町長が言う

言われましたように、総合的に色んな判断をしながら検討するということで、よろしいんですかね。答弁を

ちょっとお願いしたい。 

●町長（愛甲 一典君）  検討させていただきます。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  是非そういったことも含めまして、住民の利益につながるようなことでお願

いをしたいと思います。最後になりますが、ごみ関連のことにつきまして、小・中学校での教育はどのよう

な方法でなされているかお尋ねをしてみます。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  小・中学校での教育はということでございますが、小・中学校の活動の内容を

ちょっと述べさせていただきたいと思います。それぞれ小・中学校には環境委員会ですとか環境美化委員会

そういった組織をつくられて、児童がごみを収集して回ってるというふうな活動をされていらっしゃいます。

そして、ただごみを運んで収集場に入れるだけではなくて、ごみの量を図ってそしてかつグラフ化をして、

その環境の委員をしてる児童生徒だけではなくて、そのほかにも意識づけをするというふうな活動を学校で

は取り組んでいらっしゃるというところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  そういったことで小・中学校での取り組みは、小学校の時にはたしかクリー

ンプラザにも行かれて学習する機会もあるんではなかろうかというふうに思いますが、そういった積み重ね
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が環境美化につながればいいんですが、ただ、これがはっきりしたことが分からないんですが、通学路と言

いますか、通学あたりで買い食いをして、後のごみをぽんって散らかす場面があるわけですよね。最近はだ

いぶ減りましたけれども、そういったことについて、ポイ捨てと言いますか、ああいったことが、こういっ

た教育を通じてなくなれば１番いいわけですけれども、ちょこっとしたことが、大きなことに繋がるという

ような話があるもんですから、そこの点の教育はこれだけで果たして済んでいるのかどうかは、その点はい

かがですか。 

◎議長（山口 和幸君）  教育長。 

●教育長（中村 富人君）  まず第１点目の道路に捨てるっていうことでございますが、私も４０年近く教員

やりまして、色々携わってきたわけですが、たくさん現段階でも子供たちと言えど、大人の方たちも捨てら

れる方いるわけです。私たちの教育の成果とかはどうかなとか、一概には完璧にできるっていうことは考え

ておりませんが、そういう反省もあります。先ほどの御指摘ございました、小学校では学習内容として、先

ほどクリーンプラザ等も利用いたしますが、各町内のごみの処理の仕方等も資料を用いまして、学習の題材

として学習をしています。昨日も触れましたけども、私たちのあさぎり町ていう三、四年生の資料を町でつ

くっておりますが、この中にもあさぎり町の、例えば免田小学校の色んな施設が例に挙げてありますし、ご

みステーションの写真もありますし、そしてクリーンプラザについてもあってて、ごみの流れがあってて、

いわゆるごみを減らしましょうという学習いたします。ただそのことが一番結びつけばいいんですが、実際

に生活面で色んな課題がありますのは、この社会だけの問題じゃなくて、社会というのは将来中学校では、

公民という学習内容に変わるんです。人々の生活っていうんでしょうか、そういうな社会科の学習内容なん

です。この社会科だけではなくて、道徳の中でも、そういういわゆる、ごみを捨てることの問題点とか、自

分たちの生活を改善していくとか、自分との道徳、自分の心の問題ですが、そういうことでもやっておりま

して、特別活動でも実際に色んな問題が起きれば具体的な例を挙げて、学校でやっているんですが、それが

こう中々、問題点となって出てくる場合もあるようでございます。これも学校の方で粘り強くこういう今か

らも続けていく必要があるように思います。ごみのないきれいな環境のもとに、あさぎり町ができるように、

最大の努力をしていきたいと思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  是非、子供たちだけではなくて、我々大人もそういったことで、ごみを出さ

ないように注意しながら、お互いにやっていければと思っております。今回ごみ袋についてのお話をさせて

いただきましたけれども、たったごみ袋一つとっても、町民にとっては負担の大きいものというふうに私は

思っていますので、これも町長がいつも言われております、最終的には幸福と健康につながるもんではなか

ろうかというふうに思いますので、是非そのあたりは前向きに検討していていただくことをお願いをしまし

て、一般質問を終わらせていただきます。 

◎議長（山口 和幸君）  これで８番、豊永喜一議員の一般質問を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  次に、１３番、久保田久男議員の一般質問です。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  １３番久保田です。久しぶりに一般質問を行います。私の数少ない一般

質問が今まで大体この時間体なんですよ。くじ運が悪いと言いますか、一番眠い時間でありますが、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。今年の夏は３５度以上の猛暑日が続きまして、統計史上最も暑い記録的

な夏となりました。異常と言えば、新年早々の１月のマイナス１３.８度、これは異常低温、４月に入りま

して、私たちの改正前に甚大な被害を受けました熊本地震が発生、６月は長雨で日照不足、台風シーズンに

入りまして、記憶に新しい台風１０号が東北、北海道にまた甚大な被害をしております。今回の九州を襲い

ました台風１２号は、無事に去ったとは言え、まだまだシーズンでありまして、油断ができません。近年異



- 63 - 

常気象が当たり前になってきたように感じております。今回本題に入りますが、今回長年の懸案事項であり

ます通称北部利水事業、国営川辺川総合土地改良事業計画変更についてということでお尋ねさせていただき

ます。私たち農業を営む者は、常に自然を相手にしていかなければなりません。その中で、水の活用は最も

重要であります。私がこの北部利水事業を耳にしたのは、高校卒業時でありました。当時、中球磨構造改善

事業、基盤整備事業と言いますか、の真っ只中でありまして、高校時代は冬休み、春休みには土方のバイト

で小遣い銭稼ぎをやっていたものでした。卒業後も農作業の合間に出ていまして、身近なところで稼げる時

代であったと思います。そのような中、親父が口にしていたのが、南部の水田地帯の基盤整備が完了すれば、

次は、北部の基盤整備が始まるぞと。川辺川から水を引いてくる利水事業の計画でした。水田地帯の基盤整

備そして畑地帯の利水事業、就農を目指す私たち、若い後継者にとって、夢をかき立てる事業だったと思っ

ております。当時後継者も多く、村も元気だった時代でした。あれから４０数年事業着手から３３年、実に

長い時間を要し現在に至っております。もう孫の時代であります。そこで、まず初めに、この事業について、

町長はどのように捉えておられるのか、伺いたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  ただいま、久保田議員から１８歳の時に、その川辺川の水が北部利水として供給さ

れてくるという話、経過されてるという話をお父さん聞かれたと言われましたよね。全く私も同じ頃に、私

の親父から言われてます。私はそん時に就職していただろうと思うんですよね。就職して１年目位だったか

な、盆に帰ってきて、そしてうちの前に行きまして、道に出て親父が言うんですよ、山の中腹を指指して北

岳さんの下だったと思うんですけどね、あそこからあの辺から五木からダムの水が来るんだよということで、

大体あの辺に来ると。今ちょうど造成されて、ダムの水がくるとすれば、中継基地が今あるんですよね、先

の方に。あそこだったと思うんですね。あの辺を指さして言ってました。全くそういうことで、私が町長に

なってまさか、この川辺川利水に関わるなんて、夢にも思ってなかったわけですけど。本当に長い年月を感

じてます。そして、町長に就任させていただいてから、この川辺川利水にはずっと関わっているわけですけ

ど、その後でも紆余曲折がありました。ダムの水は難しくなりましたけども、じゃその代替案を考えようと

いうことで発電所の水路を利用した水を引く計画が検討され、相当それを私たちも推進したわけであります

けど、６市町村の足並みがそろわず、これも頓挫をしてしまったというわけであります。そういうことで、

御存じのとおり、現在は各市町村ごとに必要な井戸なり掘って、それぞれの地区に合わせた水の供給しよう

とこういうことに今進めていると。いずれにしても、あなたの考えはどうかとするならば、私は６市町村長

で話し合っていること、すなわちこれ以上、先送りはできないなと。ですから、とにかく何らかの形で、今

この私たちの６市町村、また立ち消えになっておりますけど、一定の方向づけをしようじゃないかというこ

とを話あっておりますんで、私もその考え方に従って、色々難しい局面はあるとしても、ここは一つの方向

づけをして、農家の皆さんの不安を解消できるか分かりませんけど、道付けをつけていくと、このことを私

は今感じております。こういうことを思いながら、進めていきたいと思っているところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  ただいま町長のお考えを伺いました。お手元に資料を配付しております

が、国営川辺川土地改良事業の経緯という資料を両面刷りの５枚つづりですかね、非常に長くなってますが、

皆様方にこれまでの経緯が少しでも理解していただければと思いで、配付させていただきました。そこでち

ょっと目を通してみますと、もちろんダム問題が大きな争点であったのが、どうしても相良村という村に、

６市町村の中の一つの村ですが、そこに壁と言いますか、を感じております。そこで実はつい先日、川辺川

土地改良事業連絡協議会の議会選出の議員さんにお声かけをして、寄っていただきました。全員の方の出席

はできませんでしたが、約２時間ほど会合でありましたが、私が痛感いたしましたのは、それぞれの町村で
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この事業に対する環境の違いといいますか、立地条件も含めて色んな諸問題を抱えているんだなと痛感いた

しました。そして、そこに果たして６市町村首長さんを初め、これまでの川辺川土地改良事業組合議会を含

めて、今の連絡協議会、組織が色々あるわけですが、その中でどれだけ何て言いますか、それぞれ町村に理

解ができていたのかなと。また向き合ってこられたのかなというのを痛感しました。これは、一つの町村で

今回の変更も勿論ですが、同意が取れても、実現できる、今先ほど町長が言われましたように、先に進むこ

とはできません。６市町村全体の３分の２の同意がとれないことには、前に進めないわけですので、もうこ

れ以上、町長も説明したとおり、先送りしないためには、何とかこの６市町村の同意を取れるようなもっと

努力の余地があるんじゃないかということを痛感しました。特に相良村に対しては、もう何かできないのか

という思いもあります。と同時に、まず私たち町あさぎり町のこの北部の今の状況ですが、もう１枚の農業

委員会からいただきました資料ですが、球磨川北部地域耕作放棄地面積集計表というのをいただきました。

これについての、局長の方から少し説明をいただければと思います。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  農業委員会事務局長。久保田議員、相手方に農業委員会の宛が書いてないんで、ち

ょっと議運の中で議論しなかったんですよね。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  分かりました。私もそんなに詳しくはありませんが、１番左側に緑、黄、

それから下に赤、非農地判断、それから総計とあります。そこで地区名はこれはもう北部に限って拾い上げ

ていただきました。須恵からいきまして、この合計欄だけ見ていただけばと思います。平成２５年度それか

ら２６年度２７年度、この緑黄というのは、荒れているけど再生可能な農地という区分だそうです。赤にな

れば合計欄だけ見ていただけば、もう放棄地て言いますか、放棄された農地です。それから非農地判断、要

するに農地としては要するに放棄地としての判断の耕地がこのようになっております。特に非農地判断、２

５年度から２６年度２７年度と３カ年だけの資料しかありませんが、徐々に増えてきてるという状況が出る

と思います。もっと古い調査資料等と近年のと比較したかったんですけど、農業委員会に近年のしかないと

いうことで、この資料を出させていただきました。つまり何を申し上げたいかと申しますと、あれだけの歳

月と国の予算を投じてやられたその国営の事業の農地が、もう年々荒れてきているということが垣間見れる

と思っております。特に私の深田須恵地区のまわりを見てみますと、ほとんどその北部畑地帯で営農を営む

と言うのは、ほとんど１握りの方、おられるかおられないか、もうほとんどは、水田地帯の営農でカバーさ

れてるという状況ではないかと思っております。特に須恵地帯には町長のお父さん時代に、いち早く梨の導

入をされまして、梨農家が１０数戸あったわけですが、今現在では半分以下と言いますか、そのような状況

でもあります。つまり水が補給できなかったと言いますか、そのせいでその当初の目的は達せないという現

状があります。しかも、近年はもう畦畔がかなり高うございますので、もうヤブ化してしまって、鳥獣の住

家と言いますか、この鳥獣害対策も苦労されている現状があります。そこで今議会に議案第１３号に国営川

辺川土地改良事業建設事業費の負担区分についてということで、６市町村に同文議決案が上程される予定で

ありますが、これは１０月から予定されております、農家説明会における前の議決案と聞いております。確

かに負担軽減は、先日の全協での資料も見ましても、かなり軽減されてるということは見えてくるわけです

が、ここでちょっと農振課長に具体的にどれだけの軽減がなされているのか、町の負担それから受益者負担、

説明いただけばと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  川辺川事業に伴います事業負担につきまして、説明をさせていただきたい

と思います。３事業からなっております事業につきまして、農業用用排水事業につきましては、これは国と

県で負担するということで、平成６年の変更計画時につきましては５億７００万円でしたが、これはもうな

くなっております。続きまして、農地造成事業につきましては、ただいまのあさぎり町の負担金で申し上げ
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ております。農地造成につきましては、町の負担につきまして、平成６年では１億５,２００万円でしたけ

れども、今回変更計画では、１億２,６００万円ということで、２,６００万円の減額となっております。そ

れから区画整理につきましては、町の負担は平成６年当時で４,９００万円でございましたが、今回は３,５

００万円ということで１,４００万円の減額となっております。合計しますと７億８００万円の事業費が５

億４,７００万円減額されまして、１億６,１００万円ということになりますが、ここで県の方より支援をい

ただいておりますので、県より２,４００万円支援をいただいております。ということで、あさぎり町の負

担としましては、現在のところ１億３,７００万円となっているところです。それから農家負担のほうでご

ざいますけど、農地造成につきましては、反当たり約７万２,０００円です。区画整理につきましては、約

６８,０００円となります。これをあさぎり町の面積等で割り戻した時に、農家の負担につきまして、農地

造成では約３,５００万円程度、４,０００万まではいきませんけど、約３,５００万から４,０００万円の間

ぐらいだと思います。それから区画整理につきましては、６００万円程度となっているところでございます。

以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  農家負担が、農地造成で反当７万２,０００円、区画整理が６万８,００

０円ですかね、ということですが、これは単純に比較はできないと思いますが、私が先ほど申しました、水

田地帯の基盤整備の中球磨構造改善事業と言いますか、この構造改善事業費の中球磨って言う方に昭和４１

年から５２年に深田の庄屋地区がモデル地区として始まったわけですが、当時、反当２万７,１３０円とい

う記録があります。それから始まりまして、５２年ぐらいまでに中球磨全体が終わっているようです。大体、

当時５０年頃で約５万円から６万円台、反当、そのような事業費で農家負担で行われております。近年と言

いますか、の北部利水事業の近辺で、経営の須恵深田緊急畑総畑地帯総合整備事業というのが、平成２年か

ら平成１７年に行ってるわけですが、これが１０アール辺りの農家負担が９万９,２５０円これよりも下が

ってるということで、農家の負担としては、軽減されているというのを感じ取ることができます。しかし早

くから始まった国営事業、それから後から始まった県営事業で、この県営事業の負担、これはもう既に平成

１８年から分担償還が始まった、もうほとんど終わってるわけですが、そこら辺との整合性がどうなのかな

と。農家にしましては、ちょっと不信感を招かないのかなという懸念されるところがあります。それと先ほ

ど同文議決の話をしましたが、先日全体ではありませんでしたが、相良の代表議員さんもおられましたので、

単刀直入に聞いたんですが、同文議決案についてはどうですかと尋ねましたところ、これについては賛成と

れるだろうなという話をされました。当然、代表議員さんは、もうダム問題から、全部反対のリーダー的な

存在の議員でありましたので、同文議決案には賛成されると。あと計画変更についてはと聞きましたら、と

てもじゃないですけど、強固な反対の信念をもっておりました。ということで、同文議決案は、全体的には

６市町村としては取れんだろうなという予想したところであります。それでさきの全協の同文議決案の最後

の３枚目にスケジュール表があるわけですが、今年の秋から説明会が始まり、来年の３月以降に計画変更の

同意とりが始まると、そして、同意が取れれば、３分の２以上の同意が取れたところで、新たな事業と言い

ますか、事業再開が始まって、事業完了が平成３２年。そして、平成３３年から１５年かけて、償還が始ま

ると、これを考えますと、気の遠くなるような思いがします。先ほど町長が先延ばしできないて申されたの

も、うなずけると思いますし、私も同感であります。しかし、今の現状で果たして、負担軽減はされたもの

の償還を考えた時に、果たして同意されるのかという思いがあります。もう農地を誰かに譲りたい、売りた

いという方も中におられますし、またそれを譲り受ける、そして買い受けるという農家も果たして出現され

るのか。そこら辺も分かりません。町長はこの事業のことを、かねがね、塩漬け状態という話をされてまし

たよね。町長は、塩漬け状態というのは、どういうことを指して塩漬け状態と言われたのか。ちょっと伺い
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たいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  塩漬け状態と、こう言い出したのは私じゃないんですよね。そういう形を言われた

６町村の方の中で言われた方がありますけど、私がそういう言葉を最初に言い出したわけではない。ですか

ら、そういう話があるということでは、お伝えしたかもわかりませんね。その塩漬け状態というのは、正直

言いまして、今議員が言われましたように、長年、営農計画が立てられない状況の中で、もともと川辺川利

水で営農しようとされた方が、もう非常に厳しい条件下に置かれて、当てにできないから、色んなことされ

てますよね。そういう中で、今度これが皆様方のまずは同文議決を得て、そして今度は農家に説明する、そ

してその今言った利水に対する合意を取るかどうかということになってるんですけど、農家の方から見れば、

もう今のまま曖昧に何も決まらないで、ずるずるといくことの方が、もう償還金払わんでいいいうことで、

そういうことを思われる方もいらっしゃるかもわからんなと、そういう人たちから見れば、いわゆる今のま

ま、塩漬け状態でいったらいいじゃないだろうかっていう、そういうことも考えられるなあということで、

が塩漬け状態という話が、私たちの中で会話があったと、そういうことであります。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  確かに今言われましたとおり、このまましていったら償還せんでよかと

いう考える方もおられるかと思いますし、あるいは町村によってって言いますか、地域によっては早く新た

な事業に取り組みたいという農家もあられるのも現実だと思うんですね。しかし、一歩も進めないと。私は

例えが適当か分かりませんが、私は蛇の生殺し状態じゃないかという思いがすっとですよ。何で蛇て、蛇が

農家ていう訳じゃなかですよ。この事業に国の網が被せてありますよね、国営事業として。この網を剥がな

いことには新たな事業ができないということで、網も色んな種類がありまして、固い網と柔めの網があると

思うんですよ。これは私のほんとに、失礼申し訳ないと言いますか、私の経験から話します。私がアイガモ

農法をやってるんですけど、鴨を田んぼから出さないために、網を張りめぐらかしますよね。当初は硬い網

でやってたんですよ。この硬い網は蛇がえさを取るためにカエルとかえさを取るために、入り込むんですよ。

一たん入ったらバックも前にも進めないんですよ。結果的にそこで死んでしまうと言いますか、柔らかい網

だったら抜けていくんですよ。私は今の国のこの網というのが、硬い網と捉えているんですよ。つまり農家

は前にも後ろにもバックもできない、前にも進めないというのが、今の現状かなという思いであります。そ

こで、説明会が１０月から始まるということでございますが、具体的にどのような説明会を開催されている

のか説明をお願いしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  先ほど説明しました、この３事業につきまして一度に３事業について説明

をするのではなくて、まずは農地造成につきまして、農家の説明会を開催されることとなっております。そ

れが１０月から始まりまして、あさぎり町では逆でした、区画整理の方からでした。区画整理の方から始ま

りまして、あさぎり町では大体対象者の方が４２４名おられます。その方々に対して、まずは説明を行いま

す。それからそのあと、農業用用排水と、農地整備につきまして説明をしますけれども、その対象者につき

ましては合計で２,５００名ほどになると考えているところです。その内容をまずは説明したり、広報紙で

も説明していかなければならないというふうに今考えているところでございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  説明の資料といいますのは、もう私たちに全協で話された計画変更につ

いての、この資料を持って説明されるということですかね。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 
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●農業振興課長（甲斐 真也君）  大体その内容は同じになると思いますけれども、若干変わるかもしれませ

ん。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  私はかねがね言っていますが、北部地域と平たん地、南部平たん地との

格差と言いますか、地理的な条件等も違いますので、その辺の格差もありますが、私は農家の説得と言いま

すか、最終的に同意していただくためにもその負担軽減だけじゃなくて、これからどんどん、その農家人口

が減る中で、高齢化して減る中で、いかにして農地を守っていくかということを考える時に、実施されてま

す多面的それから中山間地直接支払事業、これは昨年から法で制度化されまして、日本型直接支払制度とし

て、ここ付近、今活動されておるわけですが、この中山間地直接支払いにこの地域がかからない、今はもう

今年から、町では中山間事業プラス多面的の長寿命化事業をかぶせてやり始めました。ますますもって、そ

の中山間にかからない地帯とかかってる地帯との格差が開く一方だと思うんですよ。これを、何とか国に対

して特認て言いますか、当初の国営事業の目的が達せないということを踏まえますと、特別に特認で認めて

いただいくような働きかけて言いますかね、これができないものか。まず、町長いかがでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  いずれにしてもさっき、蛇の網被せ状態でしたね、全くそういうことですよね。国

の事業が関わってますので、今急いで例えば用水路とか色々と整備したいけれども、実際そこに国の補助金

は今つかない状態になってますよね。そういうことも現在なってますんで、この北部利水を一定方向に動き

だすと、他の新たな国への支援が開始できると。今はできないということですよね。だけどそうは言ってて

も、今回これを同意を得るに当たって、もう少しもう一歩踏み込んだ農家の審査が必要じゃないかというこ

とですよね。今６町村でやっていますのは、とにかく６町村の北部利水の対象地に対しては、その営農支援、

どういう作物を、どう作って、どうしたら儲かるかという、ここのところを、しっかりと農水省あるいは県

レベルで検討して提示していこうと、またフォローしていこうということは、今お願いをして、そうしても

らうということはお願いしてますね。さてその今言われました、中山間地支払制度をかぶせるということに

ついては、もう議員も御存じの通り傾斜の問題があって、そう簡単にいかないと、こういうことになってま

す。これは正直言って、このことを６市町村で検討して何とかお願いしようかと。こういうことを話し合っ

た経緯はありません。かなりハードルは高いと、このことについては、かねがね言われております。ただ、

そういう状況でありますから、ここんとこで今私がここで、ちょっと交渉してみましょうというのは、ちょ

っとまだまだ重過ぎるという、そういう状況です。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  営農支援というのを言われましたが、営農支援の前なんですよね。農地

を守る、要するに鳥獣害からの被害を食いとめる、そのための、何て言いますか、農地保全のための事業で

すよ、これを持ってこないことには、いくら営農支援を言われても、鳥獣害でやられたら一緒だと思うんで

すよ。ですから、私はハードルが高いと町長言われました。しかし、その壁を何とかやぶっていただきたい

と、何とかやっていただきたい。私はそうしないと、多分これはもう償還が始まったとしても、そこにそれ

が負債として残っていく農家として、それは平坦地から水田地帯から補助される経営をやっている農家はそ

れでいいですよ。何とか償還されると思います。償還できない償還しようにも償還できない、そういう農家

が私はかなりおられると思うんですよ。また出てこられると思うんですよ、今から。だから私は同意をとる

ための最低限と言いますか、負担が軽減されましたよ、これ位になりましたよってだけでは、私はとても理

解をしていただけないんじゃないかという思いがあります。是非ハードルの高い壁を打ち破る方策を６市町

村町それから県会議員、国会議員、総動員して、何かやっていただけないだろうか、再度お願いします。 
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◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  今回何とか、まずは６市町村足並みそろえて、何とか同文議決を議員の皆様にはお

願いしたいと思います。そして、じゃ次がどうするかということなんですけど、まず段階的に、対象農家ご

とに説明していきますと、多分計画変更の同意を農家の皆さんにとるということに対して、私は今議員が言

われたことが相当強くこの説明会場で多分出てくるだろうと思います。そう思ってます。当然そうだろうと

思います。私が逆の立場とったら当然同じこと言います。４０数年も５０年も待たせて今さら何事かと。で

すから、私はそこが大事じゃないかと思ってます、正直言って、今の話は。つまりどういうことかて言いま

すと、農家の計画変更の同意をとる前に、もう壁があるんじゃないかなあと思っとっとですよね。そこで、

そういう声をもとに行動できるかとかじゃないでしょうかね。だから、今そういうものを持たずにいっても、

もう直前の話でもありますから、これは難しい。だけど必ず今、久保田議員が言われたことは、説明会場で

同じことがいっぱい出てくるであろうと予想されますので、その声をいかにしっかり受けとめて、次の点に

結びつけるかそういうことで、私はやってみたい、今度はそれをバックアップにしながら、そういう機会で

私もこのことについては、本当に農家の厳しい状況もよくわかってますので、昔言って先ほど出ました、梨

とか栗とか植えてあるところはいいですよ。でも、もう放棄地になってる所は石ころだけとかですからね。

表土ないんですから、現実に。表土がないところに払いますかと、お金を。そういうのを見てます、現実に。

そこはもう十分わかってますので、私は説明会の中で、本当の姿、思いをしっかり受けとめて、今言われた

ことも、可能性はさぐってみたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  私も１２月が誕生日が来るわけですが、６５になります。息子に経営移

譲しようという計画であります。ただその中にあって、この北部地帯の受益農家でもあります。息子に譲る

ことが果たして本当に何て言いますか、もう気が重くなります。本来ならば堂々と、よし、後は息子やって

くれと譲るのがこれまでの農家としての農業経営者としての姿勢だったと思うんですが、この事業のあるお

かげっては言いませんが、あることで、大変気の重い判断をしなければならないという思いでいっぱいです。

どうか、たとえ現在いる農家がそこを守っていくんじゃなくて、また、新規就農者でもやりたいなと参入で

きるような北部地帯の思いがあります。どうかよろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終わりま

す。 

◎議長（山口 和幸君）  これで１３番、久保田久男議員の一般質問を終わります。ここで１０分間暫時休憩

いたします。 

 

休憩 午後２時４３分 

再開 午後２時５３分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

◎議長（山口 和幸君）  次に、１番、市岡貴純議員の一般質問です。市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  １番、市岡です。まず、一般質問通告書に従って、私から大きく２点のこと

を質問いたします。まず１点目は、奨学金についてお伺いします。この件は、以前にも、久保議員の方から

質問がなされたようですが、年々社会情勢が変化していく中、テレビや新聞でも、ここ最近報道されてます

ように、国も奨学金制度の見直しがされ始め、現在のあさぎり町においても、町の奨学金制度のあり方を今

後もう少し柔軟性があったほうがいいのではないかと感じ、再度ここでさせていただきます。今、この制度

を利用されている方、また子育て世代の私も含め、今後の制度を利用しようとする子供を持つ親御さんのお
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話を聞きますと、様々な意見を持たれてました。大学においては、今や２人に１人は奨学金を利用している

時代です。ここ、あさぎり町においても、子育て支援に対する数多くの手当の中にこの制度もありますが、

中を読んでみますとこの条例は、高等専門学校、大学（短期大学・大学院を含む）、専修大学の高等過程ま

たは専門課程に在学し、または進学するもので、勉学の意欲を有し、経済的理由により修学が困難な者に対

し奨学金の貸し付けを行い、もって将来有能な社会に貢献し得る人材の育成を図ることを目的とすると書い

てございます。このことを考えてみますと、これから先の制度の利用において、この経済情勢また、この地

域の生活環境や子育て環境に整合性があるのか。借り手側が少しでも負担なく返済計画は立てていけるのか

を考慮されているのか。まずは町の状況をお聞かせいただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  まず私から、私町長としてどう考えてるか。少しだけ思いをお話をさせていただき

ます。私は、奨学金制度、非常に重要な制度だと思っております。毎年一定の審査を受けて、奨学金を使っ

て進学されたり、専門学校に行かれてるわけであります。また、最近の全体的な経済環境から見てなお一層、

この奨学金を頼りに志のある人たちは、何とか更に上の学校、研修課程に向けて進みたいということであり

ますので、今日この後議論なされると思いますけど、そういったものをよく聞きながら、私も教育委員会と

もに、よりよいふうになるようには考えていきたいという思いであります。どうぞよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  それでは、私の方から現在の奨学金の貸し付けの状況について、少しお話をさ

せていただきたいと思います。昨年度の新規の奨学金利用者は２０名でございました。本年度も２０名の予

定でございます。２５年度２６年度につきましては、１３名で推移しておりましたけれども、ここ２年ほど

は増加の傾向にあるというふうに考えております。先ほど議員からもお話があった通りそれぐらいに制度の

必要性が増しているんではないかと考えております。新規の貸し付け２８年が２０名と申しましたけれども、

継続の貸し付けの方が３６名いらっしゃいますので、平成２８年度の貸付予定額につきましては、３,０６

０万円。それから２８年度での返済していただく金額につきましては、２,１３０万の予定でございます。

基金を利用して貸し付けを行っておりますけれども、２８年度の預金の残額と言いますか、貸付可能額、残

ってる金額が約８,８００万円ほどというところで、推移しているところでございます。以上でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  それでは、今の数字をもとに、この奨学金制度において、町は毎年見直しが

なされているのでしょうか、基金運用にも確かに変動があることは分かります。しかしこのお金は、前に制

度を利用した方々の返済によって次の利用につなげていくものですから、しっかりとした返済計画と運用の

シミュレーションが必要であると思います。ここにあれば教えていただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  制度の見直しという部分では、ここ近年ではされていないところでございます。

町の奨学金の金額ですけれども、まず高校生に対しましては月額２万円。それから大学生に関しましては、

月額５万円。短大も含めます。それから専門学校あるいは専修の大学につきましては４万円の貸与額という

ふうになっております。今現在先ほども継続の方も含めまして５６名の方に対応しておりますけれども、そ

の対応額とそれから返済される金額を、今現在ちょうどいい具合に推移している状況でありまして、今の基

金全体額が２億６,１００万ほどありますけれども、今の現在のところが１番安定的に推移しているという

ふうに感じているところでございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  これが安定的という言葉で出ましたですけども、現在２０名年々増えたり減



- 70 - 

ったりはあるかと思いますが、ますますこの状況で、例えば今後増えるであろうっていうことであれば、安

定さに欠けてくるっていうことは現実かと思います。そこら辺に関しても、もう少し詳しくお願いシミュレ

ーションの額とかってあれば教えて下さい。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  これ単純にですけれども、今大学の貸付額を５万円にしておりますが、これを

単純に倍の１０万円にした場合には、教育課のほうでシュミレーションした場合ですけれども、約５年ぐら

いで、基金のほうが足らなくなるというふうな結果が出ております。貸付償還に関しては、卒業されまして

１年間を猶予期間を置いて在学された大学であれば４年間、貸し付けを行いますが、償還に関しては倍の８

年間で償還していただく計画になっております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  分かりました。この数字をもとに、現在日本学生支援機構のデータで申しま

すと、学生数１３３万人ほどで全学生数の４割がこの奨学金を利用し、卒業しても低収入や失業などの理由

で返済ができない人が増えてます。国で８８０億、３カ月滞納者が１６万５,０００人をかかえて状況です。

貸与型の奨学金を利用し卒業時に数百万円という借金を背負う若者も多く、将来設計にも影を落とすことに

なり、その借金をしたくないと思うがゆえに、進学をあきらめている人も少なくありませんし、若年層の生

活困窮に拍車をかけている状況だと思います。しかし、その意欲を持ち、勉学に励もうとしている子供たち

はたくさんいます。教育の成果は社会全体に還元されてます。そういったことから、あさぎり町でも、現状

の制度の貸付枠の拡大、また償還期間の延長と、一部変更は私は必要でないかと考えます。ここでお伺いし

ます。今のあさぎり町の制度で、今後先ほどのシミュレーション額、極端な１０万円ということだったんで

すけれども、貸付枠の拡大はお考えありませんか。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  貸付額の増額の考えはというところですけれども、熊本県内の各自治体の奨学

金の状況を、ちょっと調べさせていただきました。その時に大学の５万円、あさぎり町現在５万円の貸し付

けをしておりますが、熊本県内では１番高い金額となっております。参考までに熊本県の大学の金額を申し

ますと、大学生に関しては、熊本県では３万５,０００円というふうな金額になっております。ですので、

それが妥当かどうかという部分を除きまして、各自治体の現状を申しますと、最高額を対応してるという部

分でもありますし、またそれを増額することになって、いわゆる借金という形になりますので、その返済が

確かに厳しくなってくるという部分もございます。ですので、その辺については、今後、そういった方々の

社会のニーズ、お声を考えていきながら、検討する必要があるというふうに考えます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  それではもう一つ償還額に関してですけど、 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  期間の延長ですけれども、今現在、先ほども説明しましたとおり、１年間の猶

予を得て在学しておられた倍の年数での償還となっております。また例えば、就職につけない状況が続くと

か、そういった場合には、償還の猶予の申請がございます。ですので、そういった部分を利用していただけ

れば、１番いいのではなかったというふうに考えております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  私もこの件に関しては試算をしてみたところ、例えば４年大学５万円の奨学

金と、１０年間を１５年間、５年間延長ということで、償還年では５年延びますけれども、月額の２万円返

済が１万３,０００円ほどになるこのことで単純な考え方かもしれませんけども、よく考えてみて就職して
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すぐにもらえる金額ではありません、給料も。そこを考えますと、かかる金はほとんど衣食住に消えてしま

います。そこに２万円という金額をきちっと、借りて勉強して頑張りたいという意欲を持って借りる子供た

ちに、少しでも１万３,０００円でも負担額が減るんであれば、そういう考えも必要かと思いますけれども、

先ほど言われましたような返答であれば、もう少しお考えをしていただける場があるんではないかと思いま

すがいかがでしょうか。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  確かに就職されても、収入額が少ない時期での償還をしていただくという状況

ではございます。ただ、この奨学金の運用のバランスを考えた時にはバランスが崩れる部分もございますの

で、あとは奨学金の金額を増額して、それに対応できる部分があれば、その辺も少しは内部の方で検討させ

ていただければというふうに考えます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  分かりました。そういった答えであれば、私も１点だけ提案って申しますか、

お伺いします。町長によくお尋ねしますが、町長がよく、雇用創出、企業誘致、若者の仕事場の確保と言わ

れていますが、私も必要なことと感じております。これからのあさぎり町を見渡しますと、少子高齢化がま

すます加速していきます。高校卒業後ほとんどの子供たちが、この町を出ていくことは皆さん承知です。夢

を持って自分の将来に向かって頑張っていきます。しかし、ここからみんな出ていってしまうということは、

この町に若い力が残らないということになります。そのこともしっかり見据えて、町長も昨日言われてまし

たが、今後しっかりと勉強して、各種技術を身につけて帰ってくる若者が自立し、この町で起業してリーダ

ーシップをとる担い手になれるように、雇われるっていう側のこともありますが、雇う側っていうことで起

業してしっかりやる子供たち、こういう子たちに支援を行ってもらいたいと願っています。そこで現在のあ

さぎり町の奨学金には、明記されていませんが、一定の町の条件を満たすであれば、給付型または還付型こ

ういった割合とかでも、還付でも考えられないでしょうか。例えば一定の条件といいますと、あさぎり町に

おいて、５年以上もしくは１０年以上働く結婚してあさぎり定住するとか、また金額で言えば、３分の１、

２分の１還付とか、給付とかっていうことを、色々あると思いますけれども、そこはいかがお考えでしょう

か。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  子供たちが希望して志を持って、自分の資質を上げていく、学校に行く、専門学校

でもいいんですけどね。そういうことって大事なことですよね。今それの環境が所得の格差等含めて、まず

若い人たちにできる人とできない人が、出てきているということが、今まさに増えつつあるところじゃない

かなと思ってます。昨日の話も今言われましたように最後は人ですからね、何やるにしても人が行なう。そ

の人も、この町に残ってリーダーシップはかってやっていただければ、非常に大事なことだと思います。今

日今ずっと市岡議員のやりとりを聞いてて、思ったんですけど、教育担当の者が今話しましたように、数年

前までは１０名とか１３名とか、年間の奨学金の希望があったと。でも１昨年昨年２０名であったと、今年

か、ということですよね。つまりここ数年の傾向を見れば、多分すごい上がってきてるんじゃないかなと思

ってます。それで、どういうやり方がいいのかっていうのは考えるべき時期に来てるという認識を持ちまし

た。ですから、二億五、六千万の奨学金が今あるわけですけど、これはこの付近でいいのかっていう議論が

ありますよね、まず。本当に私たち役場の職員、執行部、議員の皆さんになって、人を育てることについて

は必要だと。また色んなふるさと納税等でも、人を育てることで使って下さいという声もあるわけですから、

この基金そのものを、今度どういうふうに持っていくか、金額をアップするなりしてというのが１点あるん

じゃないかなと思っております。一方、今言われました給付型の方はこれは非常に難しいと思います。つま
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り、どういうことかというと、この給付型は色々あるんですよね。現実的に昨日言われてますけど、いわゆ

る農家で就農して色んなことにかからない、農家の収入が。あるいは自分で何かやりたいと思う人に、じゃ

分かった、年間毎月１０万１２０万やるよと、３年間やるよと、もう５年間やったら戻さなくていいとか

色々ありますよね。だから、どれがよしやってみようかっていうところに来るかどうかっていうのはですね、

今熊日新聞にタイトルが、コラムじゃないけど、大体５０回くらいの連載でタイトルちょっと覚えてないん

ですけど、今鶏を飼ってやっていくという話が載っているんじゃないですか。大学まで本当に行って、それ

かいという部分があるんですよね、行かなくてもやれる。だから、むしろ今日で１０回目ぐらいですかね、

シリーズの、取り組みをずっと読んでますけど、私は中学校卒業してでも、話は中学卒業だったですかね。

だったんですよね。いずれにしても、たしか中学卒業ですよ。その人に希望と目標があれば、むしろスター

トアップできる、そういう学び舎じゃなくて、もっと身近なとこにもあるかもわかりませんね。だから、昨

日の話も含めてこの子供の教育については、どちらかと言うと、私は今日の段階では、基金の増額を検討す

る場面かなという気が今日は思ってます。やるかやらないか、もう少し議論しましょう。私もだいぶんやっ

てますからですね。で、給付型はちょっともう少し色々な角度から検討してみるべき内容だろうと今思って

ます。 

◎議長（山口 和幸君）  教育課長。 

●教育課長（木下 尚宏君）  私先ほど、償還について在学する学校を卒業して１年経過した後に、２倍のっ

ていうことでお答えをしましたけれども、実際には２.５倍をして、期間を超えない範囲内ということにな

っておりますので訂正させていただきます。失礼しました。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  町長の考えもわかりました。例規集にもありますように、生活に困窮をして

るっていう方々のお金が借りたいと、借りてでも子供たちの未来につなげたいっていうことも踏まえて、こ

こもしっかりと検討していただきたいと思います。何度も申しますけれども、しっかり子供たちが目標を持

ってこの町に帰ってくるとこの町に人が溢れるっていうような、こういう想像をしていただいて、町もしっ

かりと受けとめていただき、町に定住し将来家族ができて、子供たちに恵まれるとするならば、このような

制度も町の活性化に努めることではないでしょうか。今後、この町もどのようになりたいかという視点から

逆算して、今私たちも、あさぎり町としても、子供たちの未来そしてその先もしっかり橋渡しをできるよう

に考えていかなければならないと思います。これこそが地方創生の一つでないかと考えますが、最後にもう

一度町長お伺いします。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  全くその通りだと思います。若者が地元にどれだけ定着するか、これが本当の町政

の勝負どころでありますので、言われた色々やってますけど、色んな角度から、皆さん方の意見を聞きなが

ら、具体的な一つの手を打っていきたいと思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  町長のしっかりとした御意見を受けて、私もまた色んなことを考えながら、

議論をしたいと思います。これで一つ目の質問を終わります。二つ目の質問に入ります。二つ目は、資料の

ほうの写真のほうも準備いたしました。あさぎり町の防災体制及び平成２８年度あさぎり町防災訓練につい

てですが、先ほども１３番議員も申されましたとおり、熊本地震の発生から５カ月余りが過ぎ、その間にも

近年にない記録的豪雨に見舞われ、梅雨が開けると同時に、異常な猛暑続き、自然災害の恐ろしさを肌で感

じているところです。また数日前にも再び、熊本地方を震源にという地震が起きており、立て続けの台風も

今までにないところから上陸し、東北、北海道地方にも大きなつめ跡を残しました。今年は近年になく防災
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と隣り合わせの状況となっております。その中において、町が防災強化策でその対応をさらに災害から学ん

できたとされますが、その状況をお聞きいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  大きい括りになって申し訳ありません。この災害から色々なことが見えてく

る中で、何と言いますか、この災害のあった後に、さらに今までの防災会議プラスアルファで、何かこうい

うのを足していかないかんとか、そういうところがあればお聞かせいただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  今回の熊本地震に関して言いますと、まず１番我々として考えましたのは、緊

急時の職員の招集体制あるいは初動その部分が１番と申しますか、まず見直しが必要であると考えて、一応

そこの部分の見直しを行ったところでございます。それともう１点は、これも後ほどまた出てくるかと思い

ますか、住民の方々の防災意識が恐らく、今回またもちろんいい例ではないんですけれども、その同じ県内

でこういう災害が発生したということで、防災意識が上がってる、このタイミングと申しますか、これはい

い意味で町の防災体制の構築につなげていきたいというのは、その２点が私どもの防災を担当する部署とし

ては１番考えていたところ、あるいは今現在考えているところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  この辺の答えに、後に続いてまた何点か伺わせていただきます。次に１１月

６日予定のあさぎり町防災訓練では、地震台風水災害など様々な状況を想定しての訓練になると思われる中

で、自主防災組織とされている組織も各地区において意識に温度差があるように感じられます。町民一人一

人が、より一層の緊張感を持ち、訓練するために、今回どのようにして、周知して、町の目標とされる取り

組みをされるのか伺います。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  今回の防災訓練は、実は昨年度からずっと申し上げてきたんですが、当初は熊

本県南、八代県南の広域の防災訓練、要するに県あるいは自衛隊あるいはその他の関係機関との連携も取っ

たところの広域の防災訓練ということで、実は昨年度今ぐらいから、もう１年ぐらい前から準備を進めてき

ておりました。これは県北は昨年度あったわけでございます。ということでの県内をずっと来年が県央だっ

たですか、予定でいきますと、そういうことで準備をしてきたわけでございますが、そういうことで区長会

等でも、そういうことを予告をしてまいりました。早い段階から。今年度も４月の区長会たまたまなんです

が、地震直後でございました。その時点から新しい区長さんも含めて、４月の区長会、６月の区長会、８月

の区長会、区長会ごとに防災訓練あるいは防災ということでお願いと申しますか、防災訓練のことも含めま

してお話をさせてきていただきました。それは区長さんがあさぎり町の場合は、今おっしゃいました自主防

災組織の長であられるケースがほぼイコールだもんですから、自主防災組織の長の方という視点での区長さ

ん方へのお願いと申しますか、そういうことやってまいりました。と併せて、もう１点は、７月の下旬でご

ざいますが、この防災訓練あるいは防災自主防災組織のありよう、そういったことを目的とした説明会とい

う形で、自主防災組織の長、区長さん、またあるいはそれ以外の自主防災組織で中心になられるような役員

さんにお集まりいただきまして、４回に分けて説明会あるいは意見交換会という形で行わさせていただきま

した。その中で今議員がおっしゃいます防災組織のありよう、あるいは防災訓練に関して、色々やりとりを

させていただいたわけでございますが、今おっしゃいましたように、私どもも地区ごとの温度差という取り

組んでいただく熱意って言ったらちょっと失礼になるのですかね、そういった部分の違いも感じておるとこ

で、そこは何とか少しでもアップと申しますか、そういうことで色んな形でお願い事という形になっており

ますが、いろいろ話をさせていただいて、準備もこういうことを準備をお願いしますようなことを、色々こ
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ちらからある意味押しつけじゃないんですけどやっております。本来、自主防災組織はそれぞれの地区に応

じてやっていただくのが本来と思いますが、１番スタートラインという視点からいきますと、こういうこと

をやって下さいということをお願いをさせていただいているというのが、ここ４～５ヶ月の動きでございま

す。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  はい、次の質問に同じような重複するような質問準備していたんですけれど

も、かいつまんでちょっとお伺いしますけど、先ほど言われました初動体制ということで、今回多くの職員

の方が派遣され、現地でその姿を皆さん見て帰ってこられたわけですけども、この機能を十分に果たせない

時間というのが数時間から数日間、ということでやはり続くと思われます。どのようなことが、緊急時に優

先されて、どのような順番で業務の機能を取り戻せるかなど、例えば職員の方のヒアリングをですね、きち

っとまとめられているか。また、先ほどの話し合いを行っておりますと言う中に、例えば消防団、自主防災

組織もしくは区長が組織の長でっていうことであれば１年２年での交代となっていきますので、しっかりと

した地域に根づくような方のリーダーの育成っていうところの連携というのは、再度ですけども取れている

んでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  はい、まず職員の方の話になりますが、職員の方につきましては１１月６日の

防災訓練と別に、これも当初から当初は予定してたわけでございますが、もう過ぎてますけど９月３日にで

すね。これは職員、先ほどの県南の総合防災訓練の一環として自治体職員ですね、役場職員の関係機関との

連携のための図上訓練というのが当初予定されておりました。それも今回中止になっておるわけでございま

すが、それはそれであさぎり町としては中止になった段階であさぎり町独自にやるということで、９月３日

と１１月６日を予定しておりましたが、９月３日につきましては、９月２４日にちょっと準備の都合上伸ば

しております。９月２４日に表現では図上訓練、という形でございますが、職員だけは行います。その中で

今議員がおっしゃいましたですね、召集体制あるいはいろんなシミュレーションの中で実際訓練をやってみ

て、そして問題点が出てくると思います、当然。当然と申しますか、課題が。そういったものをまた見直し

てこの１１月６日に活かすということで、現時点で職員の行動あるいは課題、そういったものについては９

月２４日の図上訓練を経てですね。ちょっとまた再度確認をした上での、次のステップというふうに今考え

ております。それともう一点自主防災組織のあり方で区長さん方がかわられるという話で、先ほどちょっと

言いました説明会をした中でも、区長イコール自主防災組織の長でなくてもいいんだよなっていう話があり

まして、全くそれはもう問題ありません。区長さんイコール自主防災組織の長でなくてもいい。自主防災組

織は自主防災組織で、極論しますと、もうそういった専門の方々が地区におられたらですね。そういう方が

中心となってやっていただいて、長くその区長さんは変わって行かれても、自主防災組織は、長なり役員さ

んは変わられないでもその地区の中で、やっていただければ結構ですという話もしてますし、あるいは区イ

コール自主防災組織の範囲でなくても結構ですという話をしております。区の中で仮ですけど自主防災組織

を二つ、いろんな事情の中で、そちらのほうが現実味があるというんであればそれも一つの選択、それもそ

の地区で判断をいただいて結構ですっていうようなそういう話もさせていただいております。要はいざとい

うときに機能する組織になるかならないかが１番肝心であると思ってますので、そういったお話も今現時点

で区長さんが対象ですけども、そういうやりとりをしたこともあるというところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  内容がわかりました。この中でですね。また、先日の台風で増水による氾濫

で高齢者施設においても、さまざま問題が取り上げられてましたが、結果的にマニュアル等の不十分で尊い



- 75 - 

命が奪われてます。あさぎり町においても複数の施設が存在しますが、地域防自主防災の中に、緊急時の施

設との連携というのはできてますでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  はい、実はその点は今回の事案を私も見ましてですね、現時点でその付近を明

確に施設さんとかですね、そういう事業所さんとの、そういった部分というのは具体的にうちの防災計画の

中には明確になっておりません。その付近を可能であればという前提なんですが、今度の１１月の訓練の中

でもですね、いろんなそういった関連施設さんとですね、どこまでできるかちょっと今からなんですけれど

も、その調整もできればして、今御指摘のような行政としてのマニュアルですね、恐らく施設側さんは、当

然あると思うんですよ。それと行政との連携と申しますか。その付近がどうできるかというのは、現時点で

はないというのが現状でございますので、ちょっとそこは、私どもも課題として今回認識をしたところでご

ざいます。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  はい、この件に関しても、やはり災害が起きて次の災害に備えて学ぶという

ことをしっかり認識していただいて、行っていただきたいと思います。次の質問です。あと何点かございま

すが時間がありそうなので、もう一つ出しておきます。今や全国でも、１５歳未満の子供たちを超えるほど

のペットの数であります。町内においても、犬の登録件数だけでも６月現在１,１５９頭飼われているとい

うことで、猫その他のペットも含め皆さん、家族同然の考えで避難所もしくは、避難場所に連れてこられる

ことも予想されます。ペットアレルギーの方や、ペットを受け付けないという方もいらっしゃいますが、対

応策はどうお考えでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  はい、結論から申し上げますと、現時点では具体的にはペットの対応というの

は、実はしてないというのが正直なところでございます。今回ではなくて、この熊本地震の余震のときにで

すね。自主避難場を開設いたしました。そのときに実はその具体的な問題と申しますか、出てまいりました。

この犬は家族と同様にずっとしてきたと、一緒に入れさせてくれと。ところがそういうきちんとしたなんて

いうか線引きとか何とかもこちらは準備してなかったものですから、それをさすがに避難所の中に入れるわ

けにはちょっといきませんと、ほかの方がおられますからということで、結論から言いますとその時には外

に、雨のかからない役場庁舎の横の車庫なんですけど、そちらにつないでいただくということでその時点で

対応したわけでございますが、ということでペットについての避難所での運営についてはですね、この防災

組織の防災計画の中にうたっておりません。ただ、あとですね、具体的な避難所運営につきまして別の部署、

担当でやっておりますので、その後もしかして検討はしてるかもしれませんがちょっと私はそこちょっと把

握してないもんですから、私のほうのお答えとしてはそういうふうにしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  生活福祉課長。 

●生活福祉課長（小見田 文男君）  はい、今ですね、総務課長のほうから・・・避難所の部署と申しますか、

衛生班でございますけれども、生活福祉課、それから高齢福祉課、それから町民課、それと健康推進、それ

と教育委員会、それから各支所が、まず避難所の設営等に当たるわけですけれども、なかなかですね、これ

までマニュアル的にはですね、実際あの避難所を設営する段階でですね、それとか、今現在起こっている被

災地での避難の関係でやはりペットとかですね、そういうコーナーを設けてあるという情報は入っておりま

すので、やはりあの熊本地震を受けましてですね、やはりそういうのが必要であるということで、衛生班の

ほうでもですね、その件についてはですね、今後検討していきたいと考えております。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 
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○議員（１番 市岡 貴純君）  このことに関して、いろいろまだ議論がなされていないという状況をわかり

ましたけれども、これに付随する形かと思いますけど、町長、食品食料等、生活用品等の各事業者への連携

ということでイスミさん、サンロードさんいろいろございますけれども、例えばこういういざというときの、

ペットに関連すればですね、ペット用品その他もろもろ先ほど見た家族同然ということでこられたというの

が現実あるっていうことであれば、こういったところの連携ももう少し枠の拡大というのは、今後の提携先

としても必要ではないかと思いますけどいかがでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  先ほどからずっと聞いてまして、ペットのところはですね、なかなか本当に細かく

言えばいろいろあるなと思って聞いておりました。住んでる地域が私の家なんか田舎ですから、ペットはど

こでもおるなとつい思ってしまいますからね。でも避難所にってなればこれは大変なことですよね。これは

ちょっと私もまだ、目をつぶっとったら、企画をどうしたらいいかなって、私が目をつぶっとったからあて

なったっでしょ。そう思って当てられたと思った。ずっと考えとったんですよ。ちょっと、難しいですね。

総務課長もどうしたものかなって考えていると思うんですけど、今御存じのといいますか新聞の報道もあっ

たんですけど、町のいろんな食料品とあるいは雑貨の一部含めてですね、いざという時には、近くのこのス

ーパーの方ですね、とかＪＡさん、それからそういったところと協定を組んでですね。物資を優先的に供給

をいただきたいとお願いしてます。そういったところで、ペットの部分をどうするかと、ペットですよね、

おっしゃった対象は。ここんところはもう少しどういう形があるのか、考えさせていただけませんですかね。

今日のところはいきなりちょっと私も回答がすぐできない、というふうな状況ですので、もう少し知恵を出

し合ってみればと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  はい。わかりました。私の周りペットを飼われてる方たくさんいらっしゃい

ます。本当に皆さん溺愛されてですね、我が子もおられ、ペットもいるということであればどっちも同じぐ

らいの愛情を注いでいらっしゃいましたもんですから、この件に関しては、一つ時間がとれるものであれば

質問させていただきたいと思いまして、質問いたしました。あともう１点、避難所が各地区を超えてより安

全な場所に避難する場合、例えば水害を想定しますと、例を見て深田地区明廿地区はですね、やはり免田水

系決壊のおそれがあるということであれば、岡留公園の避難を選択しなければなりません。その他の地区に

おいても、このような場面が想定される場合があると思いますけれども、各地区の避難場所の屋内面積及び

駐車場面積など、収用にかかわる算出はお済みでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  現在防災計画上、指定避難所として想定と申しますか計画に上げている分につ

きましては、そういう今おっしゃいました算定は机上の計算でございますがしております。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  はい、それでは、もう少し深くお聞きしたいんですけれども、例えばどこ地

区がちょっと不足するであろう、キャパシティーの問題ですね。そういったところが御回答できるんであれ

ばお願いいたします。ここは満たってるっていいますか、ところがあればですね。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  今の御質問で、具体的に何々地区が何名だから、その地区の、その比較は実は

つまり私の今現在手元には持っておりませんが、トータルその町内ですね、今指定を予定をしているその避

難所、のトータルでは収容人数的には収容人数的には足りてると。ただ今議員がおっしゃってるのは恐らく

そのこの地区なんだけどこっちに行けないからこっちに来たときとかいうことは想定できますので、そうい
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う有事のときですね。こちらの都合どおり、この地区この線からこちらこちらという形にはなかなかいかな

いと思います。そういうことでは完全かどうかちょっとまだ疑問残るんですが、あくまでも計算上のトータ

ルですね、は足りてるということでございます。ただ、これもまたあれですけど、この前の熊本地震の余震

と申しますか、高山体育館ちょっと使えなくなっている、そういう事態が発生した場合はですね、当然その

分はマイナスになってまいりますので、そういうことで机上は、机上の計算では足りてるけどもいざという

ときにそれが完全にクリアできるかっていうのはまた別の問題になってしまうということも一応我々として

は想定をしているところでございます。議員の御質問にちょっとそのままお答えできませんが、そういうキ

ャパの問題についてはそういう認識を持っているところです。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  はい、これも本当に想定で机上の論ということでなっておりますけれども、

実際のところやっぱり１番先に足を向く避難所っていいましても、大きな避難時の前に、まず地域の公民館、

地域の公民館の駐車場、もしくは広い駐車場の確保をですね、自主防災組織とともに想定して行われるかと

思いますので、実際こういったふうな訓練の際に、果たしてどれぐらい車がとめて何人ぐらいが入るんだろ

うというのは、またそれぞれの地域の方にもしっかりお伝えして、そこら辺の内容も踏まえた上での訓練に

していただきたいと思います。あともう１点です。２番目の写真の資料について、お伺いします。現在町に

おける支援物資等の備蓄の状況と、今後に備えた計画はどのようになされてますか。また、最低でも水の確

保は最重要とされております。その辺の状況もお聞かせいただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  はい、備蓄につきましては、平成２６年度からだったと思いますが、５カ年計

画で備蓄を進めてきております。現在の段階ではまだ完全ではないというのが実情でございます。ただ今回

のような事態も見据えましてですね、来年度の整備計画についてちょっと見直しをかけて、ちょっと前倒し

と申しますか、をイメージをして今現在新年度の予算編成に向けての準備をしております。ただ１点ですね、

今回の現時点の特殊な事情と申しますか、今回の熊本地震に関連しまして、全国から熊本県に対して、かな

りの支援物質が、そういった備蓄品等を含めまして、きております。そして、現状としてはですね、そうい

う備蓄用の品物、特に食料品等含めましてですが、そういったものは現時点で被災地に必要ない、その通常

の緊急用の食料品をですね、ずっとそれを食べていただくという形じゃなくて、もう通常の食生活に戻って

いると申しますか、そういうことで備蓄品が余っているという表現は、いただいているのに申しわけないん

ですけど、そういうことで県の備蓄品を、県内の被災地でない自治体も含めてですね。それぞれの自治体の

備蓄に回すということが可能ですよということで来てますので、今回今年度そういうことで、若干賞味期限

等の問題が若干残るんですけども、ふえる予定でおります。まだ物は実際きてませんが、近いうちにそうい

うことが配分がある予定ですので、その実績も踏まえて、新年度また、先ほど言いましたように見直しの中

でですね、対応したいというふうに考えております。ただ水につきましてが、実は今回の補正予算でお願い

してるんですが、水がほとんど備蓄品としては、あさぎり町ない状態でございますので、最低限でまず、１

日分をまず今回ということで、それで足りるかというと、大災害の場合は足らないんですが、最低限、これ

だけはという数量ですね、今回実は補正予算でお願いをさせていただいとるんですが、そういうことで水に

ついては先ほど言いましたように、来年度以降の中でもあわせて備蓄をしていくと、水も含めて食料品なん

か賞味期限、消費期限があるものは、一遍に入れますと、例えば５年だったら５年後にまた一遍に変えるも

んですから、５カ年ぐらいに分けてというのが基本の姿勢なんですが、先ほど言いました、でも、やっぱあ

る程度ないといかんだろうというその、バランスをですね、今考えている段階でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 
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○議員（１番 市岡 貴純君）  水に関しては、私もいろいろ調べさせていただきました。やはり飲み水プラ

スアルファと考えますと１日３リッターということで、３リッターで３日間耐えるということであれば、や

はり９リッターから１０リッターということは、１人当たり必要とされるということで、いろんな最近の災

害のデータの中から出てきているみたいです。私もですね、この倉庫、写真の見ていただくとわかりますけ

れども、ここ生涯学習センター、旧免田中学校理科室というところで置いてございました。まず第１に見さ

せていただいたときに、結構あるなと思ったんですけども、町民の方々にさあいざというたときに、どれほ

ど満たす量があるのかって言えば、やはり、正直少ないんだろうなっていう計算をいたしました。この中で

ですね、まずこの置いてある場所っていうところで、ここにまず１カ所集中っていうことだろうと思うんで

すけれども、このことにも少し疑問を感じまして、１枚目のですね、右二つ下の写真に、黒板の下に黒い穴

があるんですけど、コンセントの穴なんですね。ここよく覗いてみますと中がポンで、ネズミなんかこう入

ってきたら、今後食料品、毛布類とかですね、衛生的にどうなのかなっていうところも、一つ感じておりま

す。今後ですね、やはりまだまだ備品ということは、各課、健康課のですね、いろいろな高齢の方、赤ちゃ

んの方、子供の方、女性の方っていうような意見を、いろいろ連携とられて、もっとふやさないかんなって

いう用品も感じております。その中で、この場所について、この一極集中で、車は入るのかってちょっと近

くにいた職員に聞いたら、ここはちょっと直接は入れませんということで、持ち出しはみんな手で出さない

かんような状況じゃないでしょうかということですね、シャッターが奥にありますと、向こうから入ります

けども、こっちからはみんな持ち出しですということでありましたけれども、実際のところはきちんと車が

つけられるでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  倉庫の衛生管理につきまして、今御指摘のようにちょっと我々も今床に直接置

いたりしてる分もございますので、そこはちょっと必要かなと感じております。車のことに関しまして、今

議員が最後におっしゃたシャッターが外側にありますので、シャッターを開けますとそちらには車が行きま

すので、そちらからは対応できるかと思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  わかりました。私の認識不足で申しわけございません。その際にですね、い

ろいろと物に対してもですけれども、先ほど言われましたような管理体制に対しても、もう少し気を使って

いただいて、保管の仕方っていうところも考慮していただければと思います。あと、もう１点ですが、備蓄

量っていうことで、今こちらありますけれども、予算との兼ね合い、県のそういうこうゆずっていただくっ

ていうとの兼ね合いもありますが、実際にどれくらいの量を揃えたら満たすっていいますか、その数値は満

額の数値というのは出てますでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  総務課長。 

●総務課長（小谷 節雄君）  はい、これもさきほどいいました数年前からこの計画を備蓄計画やってますが、

その中で標準と申しますか、そういう中でやってますので、これで完全かどうかは別といたしまして、現在

想定しておりますのは、人吉盆地南縁断層の地震が起きたときのこれちょっとあの計算式があって数字が出

てるんですが、本町の場合に、避難者の方が２,３５２名、それとあと要援護の方が５５５名ですか、約２,

９００名ぐらいを避難所に最初の一時避難じゃなくて避難所にですね、当面おられる方と想定した場合の数

字はそういうことでなっております。その場合に対象と申しますか想定するのは、ひとまず３日間、３日間

を何とか頑張ると。３日たったら外からの外部からの支援も始まるんではないかという前提条件が、そうい

う前提での備蓄品の計画をしております。その数字が一応あるんですが、それを先ほど言いました５カ年間

で一応２６、２７、２８、２９、３０、平成３０年までの中でですね、整備をしようというのが現時点での
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計画でございました。ですから、２８、２９、３０がまだですので、単純に言いますと５分の２しかまだ現

在備蓄はなされてないということでございますが、繰り返しございますが、ちょっとそれ前倒しをする必要

があるかなということで来年度はちょっと考えたということが数量的な計算上の計画でございます。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  今までの話を聞いてますと、やはり町民の方々にも、これは各自の備蓄分と

いうことも、皆さんこれぐらいかかるんですよっていうことをしっかり周知していただいて、町の備蓄だけ

に頼らないっていうようなですね、方向性を持っていかないかんのかなっていうことも感じております。町

のほうもしっかりと町民の方に再度この訓練に関してですね、備蓄分はこれぐらいあってくださいというこ

とをですね、周知していただきたいと思います。後、ウォータータンク、これぐらいのビニールバッグみた

いな感じなんですけども、やはりいろいろ読んでみますと１カ月に１回ぐらいの入れかえできちんと洗って、

また詰め変えればもてますということですので、１人９リッター３日間ということでですね換算して、常に

そういうのも、家庭に常に備蓄をしておくと、最低でも水っていうところでですね、そういう声かけも必要

かと思います。私の質問はこれで終わりますけれども、最後に一つだけ言わせていただきたいと思います。

災害が起きないことはだれでも願っていることであります。しかし起きてしまえば、町民の方々も、または

職員の方々もすべて被災者です。その中での労務となることは大変なことと思います。そのためにもしっか

りとした連携をとっていただいて、支え合う信頼関係を築く訓練にしていただきたいと思います。そして広

報紙、回覧でも結構ですので、検証結果をですね、しっかりお伝えしていくといっていただいて、各自主防

災組織のハードルを自分たちで上げていくというような向上に向かっていければと願っております。最後に

町長、このことで一言お願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい。本当にあの防災ということですね、今日は話をしていただきました。今お話

のあったのところですね、いろいろと私メモしてますけど、やっていければと思ってます。一つだけですね、

ちょっと話が飛びすぎますけど、実はずうっといつも心の思ってるのはですね、今地球温暖化で、本当にあ

の、この前ＮＨＫで日曜日でしたかね。ビッグクライシスか何かやってましたね。つまりどういうことかと

いうと、北極圏の氷がどんどん溶けてきてる。南極もそういう方向、シベリアの永久凍土が解けてきてる。

そこでメタンガスがどんどん発生してる。そういうことで、地球の温暖化もうとまらんじゃないかというよ

うなこともそこでコメントされてましたね。新聞で昨日の新聞だったと思いますけど、台風がですね。３０

年ぐらいですかね、４０年ぐらいかな、データをアメリカのそういった台風のある研究機関の統計によれば、

台風の強度がですね平均１５％アップしてると台風の風力がですね、最大風速とか、まあそういう状況です。

ですから非常に気象状況が変わってきて災害がもう本当にいつどう起きるかわからないという状況です。だ

からそういうことで災害に備えるっていうことはですね、もう本当にこれは大事な取り組みと思っておりま

す。言いたかったことはもう一つあってですね。私がですよ。私が日本の首相だったらですね。私はまあい

ろいろその経済活動とか、北方領土もいろいろありますけど、中国とのいろんな海洋上の問題もありますけ

ど、私やったらですよ。どうですか世界のみなさんて、軍事費の１％２％削減して、地球温暖化取り組みま

しょうと。それをやるのは木を植えることですよと。これから４０年ぐらい前ですかね、４０年ぐらい前の

砂漠は１５％か２０％だったと。今それが４０％から４５％ぐらいになってる。砂漠化がですよ。私はそう

いったことをしてその軍事費の１％２％でみんなで、日本はいいんですけど、そういう砂漠化に木を植える。

私はこれしかないんじゃないかと思うんですね、地球を救うことは。議員のみなさんいらっしゃいますから、

愛甲はとんでもないこというって思うかもしれませんけど、そんなこと思ってるんですね、本当に。やっぱ

り子供はいろんなことを一生懸命やってる。子供たちに夢を描かせないといけない。でもなぜか今自殺がど
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んどんふえてる。やっぱりもうなんかこう、そういう見えない影にやっぱ心配がこう・・・してるんじゃな

いかなと思うんですよね。少し議員さんたちにはこういう話しましたけど、でもやっぱり今市岡議員が言わ

れたようにですね、そう言っても、私たちのこのあさぎり町からこの災害で人がなくなることは絶対にです

ね、起こさない取り組みをする。このことは皆様と一緒にですね決意して進めていきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  町長から言葉いただいたように、私も同感だと思います。絶対にこの尊い命

をですね、なくさない取り組みにしていただきたいと思います。これで私の一般質問を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  これで１番、市岡貴純議員の一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了

しました。本日はこれで散会します。 

●議会事務局長（片山 守君）  起立、礼。お疲れ様でした。 

 

午後３時５９分  散 会 

 


